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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（中村進一） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

質          問 

○議長（中村進一） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。７番 倉本崇弘議員。 

   〔７番 倉本崇弘議員登壇・拍手〕 

○７番（倉本崇弘） 大志、桑名市・桑名郡選出の倉本崇弘でございます。初

めての一般質問ということで時間も限られておりますので、早速質問のほう

に入らせていただきたい、こんなふうに思っております。 

 今回は２点御質問をさせていただきたいと思っておりますが、１点目は道

州制について、２点目は地域医療についてということで、道州制については、

私の所属委員会の所管部門も一部かぶっておりますが、大きな視点で議論を

させていただきたいということで今回取り上げさせていただきました。２点

目の地域医療については、私の地元の地域課題を中心に議論をさせていただ

きたい、こんなふうに思っております。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、まず、道州制についてでございますが、現在の国の動向といた
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しましては、平成24年に行われた総選挙において自民党が政権公約として道

州制の推進を挙げ、道州制基本法を早期に成立させた後、５年以内に導入を

目指すとされておりましたが、現在の状況でいくとなかなか前に進んでいな

いというのが実情であろう、こんなふうに思っております。 

 しかし、その一方で、道州制が進んでいかない背景としては地方の強い反

発、反対があるんだろうと思っておりますが、その一方で、市町の置かれて

いる厳しい財政状況というものも同時に見ていかなければならないのではな

いか、こんなふうに私は思っております。 

 そういった中で、限られた財源の中で効率的に行財政運営を行っていこう

とすれば、そして、多様化する住民ニーズに適切に応えていく必要性がます

ます増してきているわけです。これらの課題に早急に対応するためには、や

や現行制度のもとでは厳しくなってきたのではないか、こんなふうに私は感

じています。 

 そういった中で、全国市長会においては道州制に関する基本的な考え方を

平成25年１月に提示しました。この一連の動きの中で、全国知事会としては

七つの基本原則を提示し、国民の意識の醸成が何より重要であるとの、国民

を巻き込んだ議論の必要性があるという考え方が一つ示されました。 

 さらには、全国市長会においては、道州制のメリット、デメリットを明ら

かにした上で広く国民の声を聞き、十分な検証を行うべきであるとしていま

す。 

 一方で、全国町村会においては、この道州制について反対の意向が表明を

されております。 

 私は、道州制への移行は、これは必要不可欠なものであると思っておりま

すが、現状まだまだ、メリット、デメリットを含めて十分な国民的な理解が

なされていないのではないか、こういった点が阻む一つの要素、要因になっ

ているのではないか、こんなふうに私は思っております。 

 そこで、現状、県として行うことは、私は大きく２点あると思っています。

一つは県民の理解を深める努力、これは道州制に限らず、分権改革を含めて
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大きな視点での県民的な理解を深めていただけるような努力をしていただく

ということが一つ必要なのかなと思っておりますし、２点目としては市町の

体制強化というものが必要不可欠ではないか、こんなふうに感じております。 

 まず、１点目の県民の理解を深める努力については、これは中京都構想等

の関係もあろうかとは思いますが、愛知県で大変豊富な情報量を発信してお

りまして、シンポジウム、セミナー、あるいはパンフレットを作成して配布

をするなど、県民の関心、そして理解を深める努力をしている、こういった

取組が見られます。こういった取組を通じまして県民の理解を深め、ひいて

は国民を巻き込んだ議論ができる環境が醸成をされるのではないか、こんな

ふうに私も感じています。 

 そして、２点目の市町の体制強化についてでありますが、道州制にしても、

あるいはまたいずれ別の形であるにせよ、市町が自立をするということは、

これは分権改革の中で必要不可欠なものであると思っています。人、物、金

の移譲をしっかりと行い、しっかりと自立できる市町をつくっていかなけれ

ばならない、そういった点でも、平成の大合併によって我が三重県において

も多くの自治体が合併を経験いたしております、この合併の検証というもの

をしっかりとしていく、こういった必要性がある、もちろん市町が中心と

なって、個々の実情というのは調査、検証をしていくことになろうかと思い

ますが、県もそういった中に入りながら、各市町間の情報伝達であったりと

か、そういった部分で県も含めてこういった検証をしっかりとやっていかな

ければならないのではないか、私はそんなふうに思っています。 

 以上のことを踏まえまして、知事、そして三重県の道州制に関する考え方、

そして、２点目として合併の検証についての考え方をお示しいただければと

思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） それでは、私のほうからは道州制に対する考え方を答弁

させていただきます。 

 道州制につきましてはこれまで、自由民主党道州制推進本部を中心に議論
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が行われ、平成25年４月、道州制推進基本法案が取りまとめられました。 

 これに対し、全国知事会で議論を行い、平成25年７月、道州制の基本法案

についてを取りまとめました。その中で、人口減少問題や東日本大震災から

の復興など、喫緊の課題への対応に迫られている中、道州制の議論を進めよ

うとするのであれば、１、国民的議論が十分に行われるよう、今なぜ道州制

なのか、道州制の理念や姿を具体的かつ明確に示すこと、２、道州制は中央

集権を打破し、地方分権を推進するものであることを明確に示すこと、３、

道州制は地域間格差を拡大させることなく、国民の幸せの向上につながるも

のでなければならず、格差是正の仕組みを明確に示すことなどを提言してい

ます。また、道州制の検討を理由に地方分権改革を停滞させてはならず、地

方税財源の充実などの改革を進めるべきともしています。これらの内容につ

いては、全国知事会から自由民主党に対し、何度も要請を行っています。 

 道州制は国の形の根本にかかわるものであることから、国と地方の双方の

政府を再構築し、真の分権型社会を実現するためのものでなければなりませ

ん。また、生活、文化、経済など、私たちの生活に大きな影響を与えるもの

です。道州制の導入により地域間格差が拡大するようなことがあってはなら

ず、導入による影響の具体的な内容をもとに国民的議論を尽くす必要があり

ます。 

 現状において道州制が導入された場合、大都市への一極集中が起こる可能

性が高く、全国町村会での特別決議にあるような懸念は払拭できないと考え

ます。こうしたことから、まずは国において、道州制の議論の必要性ととも

に、そもそも道州制とは何なのか、今、道州制という言葉自体の定義もみん

な思いがばらばらだと思います、道州制の理念や姿、そしてメリット、デメ

リットなどを明確に示すべきと考えており、それらが明らかになる中で、県

民の皆さんの理解を深めるための取組についても検討していくものと考えて

います。先ほど倉本議員から指摘のあったような分権の必要性や分権のこと

について県民の皆さんに御理解を得ていただくようなことについては重要な

ことだというふうに思います。 
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 そして、道州制の導入いかんを問わず、絶対に前進させなければならない

のは基礎自治体の体制強化です。この点については、県内市町が基礎自治体

として、自主性、自立性を十分に尊重するという大前提のもとで、効率的か

つ効果的な行財政運営が行われるよう、市町に対する必要な支援を行います。 

 また、先進事例の情報共有、行財政運営力の向上及びネットワークの形成

等に資するため、市町等と県との担当者等による勉強会を開催するなど、市

町とのさらなる連携の強化を図ることとしています。 

 道州制の議論を決して国任せばかりにするということではありませんが、

いずれにしましても、今後とも全国知事会などの機会を通じて、国に対して

地方目線の意見を申し述べてまいります。 

   〔福田圭司地域連携部長登壇〕 

○地域連携部長（福田圭司） 私のほうからは合併の検証等についてお答えを

させていただきたいと思います。 

 県内の合併市町におかれては日ごろから、住民との対話等を通じて合併の

効果と課題の把握に努められています。合併がそれぞれの自治体にとって成

果があったかどうかを評価することを仮に検証という言葉を使うのであれば、

それはまず、議員のおっしゃられましたように、自治体が評価をまずしてい

ただくというのがよいのではないかというのが県の立場でございます。 

 その際に、県の支援といたしましては、合併市町における課題やその対応

策について、合併市町間や県で情報共有、意見交換を行う場として、これは

県のほうで平成25年７月から合併市町と県との勉強会というのを設けまして、

定期的に現在継続して開催をさせていただいております。 

 これまでに、合併市町の現況等を共有させていただいたり、他県の合併市

の行財政改革の取組であるとか、県内の合併市町で取り組まれている効果的、

効率的な行財政運営でありますとか、昨今課題となっております公共施設の

統廃合等といった場面につきまして参考となるような事例紹介や意見交換を

行ってきたところでございます。 

 また、県内の合併市町では、合併特例債や県の市町村合併支援交付金等を
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活用して、それぞれの市町村建設計画に基づいた新たなまちづくりも行われ

ております。そういった合併後の状況変化等にも配慮してそういった取組が

進められている途上にあると認識をしているところでございます。 

 県としましては、平成の合併からおおむね10年がたっていることを踏まえ

まして、それぞれの合併市町がどのように捉えているかを把握するための調

査を行いたいということで、現在、最終的な取りまとめを行っているところ

でございます。 

 今後も合併市町との連携を一層密にして、合併市町が抱える課題の解決に

向けた取組に対して、必要な助言や情報提供を行って支援を行ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

   〔７番 倉本崇弘議員登壇〕 

○７番（倉本崇弘） 御答弁ありがとうございます。 

 知事、部長から御答弁を頂戴いたしましたが、基本的には、知事のおっ

しゃること、部長のおっしゃること、もっともだなと思ってお聞かせをいた

だいておりました。 

 私は基本的には早急に道州制をと思っている立場ではあるんですが、ただ、

そういった立場にありながらも、特に町村会などからは強い反発があるとい

うことも十分理解ができると思っています。 

 こういった不安を払拭して、しかも間違いなく道州制等々の動きを加速さ

せていくことによってスケールメリットを生かし、県も含めて市町の厳しい

財政状況の一部が解消をされるんじゃないかと非常に私は期待を持っている

んですが、先ほど来、お話をさせていただいておりますように、特に小さな

自治体にとって、町村にとって、この問題というのは切実なる問題だと思っ

ています。特に私が感じるのは、地域性というものが、今まで培ってきたも

のが失われるんじゃないかというところに強い懸念があるように感じます。 

 これは私の持論なんですが、道州制あるいはさらなる合併を行ったとして

も、中学校区単位あるいは小学校区単位である程度地域別の予算というもの
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を認めることによって地域の活動というものはある程度カバーができるん

じゃないかということを前から、市議会議員時代から主張させていただいて

おります。 

 こういった取組、これは一部の県内の市町においても、私が想定をしてい

るというか、望んでいるところとはまだまだそういったレベルではないんで

すが、取組としては既に行われているところもありますので、ぜひそういっ

た情報を県内市町で情報共有をしていただきながら、県民の皆さん含めて、

道州制とは一体どういったものなのか、分権改革とはどういったものなのか、

なぜ必要なのかといったところを理解してもらうことが、現在、県において

できる最大の役割なのかなと私は思っておりますので、そのあたりをぜひ推

進していただければと、こんなふうに思います。 

 それでは、次の地域医療についてお伺いをしたいと思います。 

 地域医療において県の果たすべき役割でありますが、冒頭でもお話をさせ

ていただきましたように、今回は、私の地元、桑名の例を一つ挙げて質問を

させていただきたいと思います。 

 桑名においては平成23年、公立病院である桑名市民病院と民間病院である

山本総合病院の２院を再編統合し桑名市総合医療センターを誕生させ、新病

棟を建設し400床自己完結型の二次救急病院として整備するという事業が進

められてまいりました。 

 本事業の推進によって桑名地域における救急医療体制を強化するとともに、

医師等の安定確保など、自立した病院事業を推進できるものと、事業として

はそのような事業目的で推進をされてまいりました。 

 言いかえれば、当初しっかりとした投資を行うことによって後のコストが

相当削減でき、ひいては県内全域の医療体制としても、他地域においてさら

なる体制強化ができるということにもつながっていくと私は思っています。 

 しかし、残念ながら、当初平成27年４月開院を目指していた新病院が、資

材費、労務費等の増加により３度にわたる入札不調、そして、先日開催をさ

れました桑名市議会の臨時会において、総額約200億円の予算が大枠承認を



－288－ 

されました。その一方で、病院の収支予測が当初示されていたものから大き

く変わってきたかといえばそうではなく、今回承認をされた200億円の予算

のうち24億円が増額分でありますが、この増額分が十分吸収できる体力が総

合医療センターあるいは桑名市にあるかという点では、私は甚だ疑問だと

思っています。全国的に見ても病院の再編統合は地域医療再生計画に基づく

地域医療再生臨時特例交付金を活用することによって推進をされたというこ

とでもわかるように、市町に再編統合を委ねていくというのは財政的にも相

当な困難が伴うと私は思っています。 

 同時に、震災復興、あるいは東京オリンピック決定後の公共工事等の増加

によって、市町にとっては大変厳しい環境にあると思います。そういった中

で事業を推進することによって相当な無理がかかってくるというのが私は現

実であると思っていますが、以上のような点を考慮すると、地域医療におけ

る県の果たすべき役割は決して小さくないと思っています。三重県保健医療

計画等においても、県と市町の協力によって推進をするとの趣旨の記述が随

所に見られるわけでありますが、県としてより深くかかわっていただくこと

が地域医療にとっては重要であると私は思います。 

 そこで、地域医療における県の果たすべき役割とは一体何か、お示しをい

ただければと思います。 

   〔佐々木孝治健康福祉部医療対策局長登壇〕 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 地域医療におけます県の果たすべ

き役割についてお答え申し上げます。 

 県としましては、全ての県民の皆様が住みなれた地域で安心して暮らしな

がら必要な医療を受けていただくよう、保健医療計画等に基づき、医療従事

者の確保のほか、救急医療体制や在宅医療体制など、地域の医療提供体制の

整備に係る様々な取組を行っております。この内容は本当に様々でございま

して、医師確保のように全県的なものから各市町の有する医療機関の設備整

備支援等幅広いものとなってございます。 

 このような中で、平成21年度からは、今御指摘いただきましたように三重
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県地域医療再生計画等に基づきまして、桑名地域をはじめ、伊賀地域、東紀

州地域等における基幹となる医療機関の施設設備整備の支援も行ってきたと

ころでございます。 

 具体的には、桑名地域につきましては二次救急医療体制の強化を図るため、

桑名市総合医療センターの整備事業に対しまして、途中、厳しい入札状況が

ございました、そういったところも勘案しながら、実に２回にわたり、２次

にわたり追加の支援を、支援額を乗せた格好になりまして、合計約30.3億円

を補助しているところでございます。なお、伊賀地域につきましては、複数

の基幹病院の機能分担や在宅医療支援センターの整備事業等に対しまして計

約13.5億円、そして、東紀州地域につきましては、やはり二次救急医療機関

の機能強化を図るため、紀南病院等の整備事業に対しまして計約14.1億円を

補助しているところでございます。このように、県としましては関係市町等

ともまさに連携しながら、地域の医療提供体制の整備充実を図ってきたとこ

ろでございます。 

 ただ、これで終わりということではもちろんございませんでして、今後に

つきましては、急速に少子・高齢化が進む中で効率的かつ質の高い持続可能

な医療提供体制を構築するため、昨年度成立いたしました地域医療介護総合

確保推進法に基づきまして、将来の地域医療体制のあるべき姿を地域医療構

想として策定していくこととしております。 

 この地域医療構想の中では、病床の機能分化・連携や在宅医療体制の整備

などを進めることとしてございまして、地域の基幹となる病院をはじめ、医

療関係者や市町、保険者、住民代表等から成る地域医療構想調整会議を県の

ほうで設置しまして、この中で具体的な方策について議論をしていくことと

しております。この過程において、地域医療構想の達成のために必要な施設

の整備であるだとか体制づくりがあるということであれば、やはり県に設置

してございます地域医療介護総合確保基金を活用して支援してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 
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   〔７番 倉本崇弘議員登壇〕 

○７番（倉本崇弘） 御答弁ありがとうございました。 

 先ほど地域医療構想に基づく支援というお話がありましたが、再度確認に

なるかもしれないんですが、地域医療構想に基づくいわゆる新基金を活用し

ての総合医療センターへの支援というものは十分考えられると理解をしてよ

ろしいのでしょうか。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） この新基金は、現時点では用途が

決められております。病床の機能分化・連携や在宅医療体制の整備等という

ことになってございますので、この目的に合致するということであれば、桑

名市医療センターへの支援というのは可能性としてはあると考えております。 

 以上でございます。 

   〔７番 倉本崇弘議員登壇〕 

○７番（倉本崇弘） ありがとうございます。 

 可能性があるという御答弁をいただきました。 

 桑名市総合医療センターの新病棟建設については、実はこれ、200億円の

予算の中には建設費しか入っていないんですね。実際、今、三つの病棟が

建っておりまして、その病棟の解体費は別途予算を計上しなければならない

という、こういった状況になっています。相当厳しい財政状況でありまして、

当初の地域医療再生計画に基づく基金の割合というのは約20％ぐらいであっ

たんですが、資材費等の物価上昇によって、今現在の200億円の予算の中か

ら、枠組みの中でいくと約15％が基金の割合になってきています。 

 先ほど来、御説明というか、お訴えをさせていただいておりますが、市町

にとって厳しい環境の中で整備をしていく、それが県、あるいは国や県の支

援なくしてはなかなか進まないというのが実情であろうと思っています。 

 実はこの総合医療センターについては、前身の桑名市民病院というのが

あったんですが、この改修時期が大幅に遅れたことによって経営状況が悪化

したという、桑名にとってはあしき先例が実はありまして、私はそういった

ところを非常に危惧いたしています。 
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 投資の時期が遅れてしまうと、これは当初はやっぱり市単独での改修等々

を考えていたということもあって、大変厳しい環境、なかなか改修が進まな

かったというのが実態だったんだろうと思っています。そもそも適切な時期

に適切な投資をしていれば、今、この時期に再編をしなくても、場合によっ

ては済んだのかもしれないとさえ私は思っておりますし、しっかりとした投

資をしていくということが必要不可欠であると思っています。 

 そういった点で、もう一度、先ほど新基金での活用も可能性は十分あると

いうお話でありましたが、今、解体費用も含めて見られていないんだという

こともお話をさせていただきました。そういった点も含めてもう一度御答弁

をいただければと思います。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 新基金につきましては、繰り返し

になりますけれども、用途が定められておりますので、その範囲の中で桑名

市の提案に基づきましてこれが合致するということであれば、基金からの拠

出というのは可能であるというふうに考えております。 

 いずれにしましても、桑名市の新しい病院の整備につきましては、当初

26.7億円を充当させていただいたところでございますけれども、その後の状

況なんかも踏まえまして２次にわたる追加支援をさせていただいたところで

ございまして、現時点では合計の30.3億円という形でございますので、精

いっぱいこれまでも配慮をさせていただいたかというふうには考えておりま

す。 

 以上でございます。 

   〔７番 倉本崇弘議員登壇〕 

○７番（倉本崇弘） ありがとうございます。 

 今までの過去の支援については私としても大変感謝をいたしておりますし、

それによって事業推進が今まで図られてきたという認識を持っています。冒

頭でもお話をさせていただきましたように、この病院、あるいは桑名地域に

ついてはしっかりと投資をすることによって自立をした病院をつくることが

できるんだと私は確信をしておりますし、そのための投資ですので、ぜひと
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もしっかりとやっていただければと思います。そうすることによって、残っ

た余力といいますか、総合医療センターを自立させることによって県の力と

いうものを将来的にはほかの地域にかけていただくということも十分可能に

なってくると思っています。 

 繰り返しになりますが、強くどうしてもお訴えをさせていただきたいので

再度最後に申し上げさせていただきたいと思いますが、地域医療において県

の果たすべき役割は、私は決して小さくないと思っています。そういった意

味において、それはもちろん情報提供であったりとかということも非常に重

要なんですが、財政的な支援というものもしっかりと視野に入れながらぜひ

とも取り組んでいただければと、こんなふうに思います。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

（拍手） 

○議長（中村進一） ８番 稲森稔尚議員。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇・拍手〕 

○８番（稲森稔尚） おはようございます。このたび伊賀市の皆さんに発言の

機会をいただきました、伊賀市選出、草の根運動みえの稲森稔尚といいます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 早速質問に入っていきたいと思います。 

 まず、子どもの貧困問題に関しまして、子どもたちが生まれ育った環境に

よってその将来が左右されないように質問したいと思います。 

 厚生労働省の平成25年の国民生活基礎調査によりますと、2012年の子ども

の相対的貧困率は16.3％と、過去最悪を記録いたしました。データをとり始

めた85年の10.9％から右肩上がりに上昇し続けております。 

 相対的貧困率は、世帯の収入をもとに、子どもを含めた国民全員の手取り

収入で試算します。それを所得の高いほうから順番に並べ、真ん中に当たる

所得の人の半額未満であれば貧困とみなします。2012年の貧困ラインは122

万円となっており、これを下回る世帯で暮らす18歳未満の子どもの割合です。

先進国、経済大国と言われる我が国で、約６人に１人の子ども、300万人以
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上が困窮しているというのが現実です。 

 さらに、ひとり親家庭、その多くが母子世帯だと思うんですけれども、そ

れに限って見ますと、貧困率は54.6％、２人に１人が貧困状態であり、極め

て深刻といえます。児童扶養手当や児童手当をもらっていても貧困は解消さ

れていないというのが現状だと思います。しかも、貧困ラインは1997年に

149万円でしたから、社会全体が貧困化しているのがわかります。この30年

間で景気がよいとされた時期もありましたが、貧困率の上昇が単に景気動向

に影響されていることでもないということが明らかになっています。 

 貧困であることは単にお金がないということにとどまりません。落ちつい

て勉強できる環境がない、家に必要な本や雑誌がない、親が仕事で忙しく、

なかなか相手にしてもらえない、家族でレジャーに出かけられない、朝食を

食べていない、栄養価のある食事が摂取できない、病院にアクセスできない、

社会とのつながりが欠如しているなど、発達の諸段階で当たり前の生活がで

きず、十分な機会が与えられない結果、様々なハンデを背負った大人になり、

貧困が固定化し、次の世代に連鎖をしていきます。 

 そのような背景の中で、国も2013年６月、衆参両院の全会一致で、子ども

の貧困対策の推進に関する法律を成立させました。昨年８月には子どもの貧

困対策大綱を閣議決定し、教育、生活、就労、経済を重点施策に位置づけて

おりますが、子どもの貧困の削減への数値目標は盛り込まれず、不十分なも

のと言わざるを得ません。 

 そのような中で県が果たしていく役割は極めて重要であるという認識の上

に立って、何点か質問いたします。 

 子どもの貧困問題に対する社会の理解が進んでいないなというふうな実感

があります。私がこの一般質問を通告いたしましても、本当に周りに子ども

の貧困問題など存在するのかという反応でしたり、その子どもの親の努力が

足りないのではないか、自助努力や自己責任を言う、社会構造の問題ではな

く自己責任の問題で片づけられてしまうんだなというふうな声もお聞きをし

ました。 
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 少し興味深い数字があるんですけれども、アメリカのシンクタンクが2007

年に調査した各国のデータなんですけれども、自力で生活できない人たちを

国や政府が助けるべきとは思わないにイエスかノーかで答えていただいた割

合なんですけれども、自力で生活できない人たちを国や政府が助けるべきと

思わないと答えた人が、インドが８％、中国が９％、ドイツ７％、フランス

８％、イギリス８％、自己責任の国でもあるアメリカが28％、そして、日本

が何と38％で、いかにこの子どもの貧困問題に対して私たちの社会というの

は貧困なんだろうかというふうな印象を持ちました。 

 そこで伺いますが、この子どもの貧困問題を社会構造の問題として捉える

県民全体の意識をどのように醸成していくお考えがあるのか御答弁をいただ

きたいと思います。 

 次に、市町との連携ですけれども、子どもの貧困対策の法律の中には都道

府県に子どもの貧困対策の計画策定の努力義務を設けておりますが、一方で、

市町村には求めておりません。それぞれの施策の実施主体、多く実施主体に

もなろうと思います市町との連携をどのように図っていくのか。 

 この２点について御答弁いただきたいと思います。 

   〔岡村昌和健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） それでは、子どもの貧困対策に

つきまして２点御質問いただきましたので、御答弁申し上げたいと思います。 

 まず、子どもの貧困対策についてどのような形で醸成をしていくのかとい

うことでございますけれども、県では今年度、三重県子どもの貧困対策計画、

これは仮称でございますけれども、それを策定することとしておりますが、

議員御指摘のとおり、子どもの貧困というものは非常に実態が見えにくくわ

かりづらいということから、まず、関係機関に対する聞き取り調査による実

態調査を行った上で支援策を検討していく必要があると考えております。で

すので、そういった実態調査できちっと実態を把握しながら計画をつくる中

で、県民全体としての取組ということで機運を醸成していきたいというふう

に考えておるところでございます。 
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 また、市町との関係でございますけれども、子どもの貧困対策の推進に関

する法律におきましては、市町には計画策定は求められておりませんが、県

と同様に、「地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。」とされておるところでございます。 

 このことから、子どもの貧困対策に取り組む上で市町との連携は重要であ

ると考えておりまして、現在、局長が市町を訪問いたしまして、子ども・家

庭政策において、市長、町長との意見交換を行っているところでございます

けれども、ここでも子どもの貧困対策もテーマの一つとして取り上げている

ところでございます。 

 県といたしましては引き続き、市町との情報交換を行うなど福祉の相談現

場を担い、支援が必要な人に一番身近な存在である市町の声を聞きながら計

画の策定を進めるとともに、市町と一体となって対策についても進めていき

たいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 御答弁いただきましてありがとうございました。 

 今の御答弁に対して何点か伺いたいんですけれども、今、特に市町のほう

では、この４月に新しい子ども、子育ての新制度がスタートしまして、ちょ

うど本年度から新たな子育て支援に関する計画を策定している自治体がかな

り多くあるかと思います。そして、その中で、やはりその計画の中に子ども

の貧困対策ということが位置づけられていないという事例が多くあるかと思

うんですけれども、県の計画と連動したような形で市町の計画の中にも子ど

もの貧困問題を取り組んでいくように、どういうふうにそのことを促進して

いくのかというお考えがありましたら伺いたいと思います。 

 それから、もう１点なんですけれども、代表質問でも知事から何らかの数

値目標を盛り込んでいきたいという前向きな御答弁がありました。その中で

特に大事だなと思うのは、貧困率を下げるためには親の可処分所得を増やし

ていく取組が非常に大事なのかなというふうに思います。そして、その中で、
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県として実態も踏まえた上で何らかの直接的な、経済的な支援を考えていく、

可処分所得を増やすような取組を直接考えていく可能性というのはあるのか

どうか。 

 この２点、お伺いしたいと思います。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） 市町との連携の関係の点でござ

いますけれども、特に市町の計画自体をつくるとか、つくる方法につきまし

ては市町の自主的判断になるのかなとは思っておりますが、県といたしまし

ては、実際に身近なところでやっていただく市町というのが大事でございま

すので、県の計画をつくる中でも市町と十分協議しながら、市町の意見も反

映しながら、場合によっては市町のほうでの計画にも盛り込んでいただくよ

うなことも相談させていただきながら対応していきたいと思っております。 

 それから、２点目のいろんな、財源といいますか、経済的支援の手当でご

ざいますけれども、いろんな今までもそういった形で取組を進めております

ので、そういった問題につきましても整理をしていきたいと思っていますし、

また、実態調査の中で、本当に、真に必要なものが何かということも確認を

させていただきながら計画の中に盛り込んでいきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 経済的な支援なんですけれども、子ども医療費の問題も

今回の議会で数多く出ておりましたし、給付型の奨学金ということも考えら

れるでしょうし、また、生活保護基準が引き下げになった関係で、連動して

就学援助もこれから各市町では厳しくなっているのではないかということも

しっかり捉えていっていただきたいなと思います。 

 それから、次の質問に入りますけれども、保育所の役割について少し確認

をしたいんですけれども、日本の保育所はあらゆる所得階層の子どもたちに

普遍的なユニバーサルサービスを展開しながらも、子どもの発達や健康、生

活にかかわる問題を早期に発見することなど、貧困世帯が抱えがちな困難を
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緩和する役割を果たしてきたというふうに思っています。 

 保育士がソーシャルワーク的機能を持つ必要性が、今、語られております

けれども、特に私立保育所では勤続年数が短くなっている、そして、公立保

育所では、特に合併した自治体など、定数管理が大変厳しい中で、非正規の

保育士さんがフルタイムで働いてクラス担任も持っているという、そんな実

態もあります。 

 県として、保護者が抱える子育てに関する課題に対して相談に応じたり助

言ができるような専門性や経験を有する保育士を確保していくために、人材

育成や、あるいは処遇改善に向けたことが求められているというふうに思い

ますけれども、その点、いかがでしょうか。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） 保育所の関係でございますが、

保育所におきましては議員御指摘のとおり、あらゆる所得階層の家庭の児童

を受け入れているということでございますので、県におきましては、所得階

層にかかわらず、日常生活における基本的な生活習慣が身についておらず、

家庭環境に配慮が必要な児童に対して支援を行っているところでございます。 

 これらの児童に対しましては、定期的に家庭訪問を行うなど、親と子に寄

り添う支援が必要なことでありますから、保育士を増員してきめ細やかに対

応することが重要と考えておりまして、そういった増員を行う保育所に対し

て支援を行っているところでございます。また、これらの保育士を中心に

ワーキンググループもつくりまして、学識経験者も参加いたしまして調査、

研究を行っております。昨年度はリーフレットなどをつくりまして、県内の

保育所に配付して保育士の資質の向上を図っているというところでございま

す。 

 今年度は、先ほども申し上げましたとおり三重県子どもの貧困対策計画

（仮称）を策定することを考えておりますので、保育所のほうにも聞き取り

調査によりまして実態調査を行うこととしており、その調査結果やこれらの

施策も踏まえながら必要な支援策を検討していきたいというふうに考えてお

ります。 
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   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 時間が結構来ましたので急いで発言します。 

 もう一つは結婚歴のないひとり親家庭と結婚歴のあるひとり親家庭に関す

る格差の問題についてなんですけれども、結婚歴のないひとり親家庭は寡婦

控除を受けることができません。これは結婚歴のあるひとり親家庭にしか適

用されないということになっております。 

 この寡婦控除を受けた後の所得で、県営住宅や、あるいは保育料の決定、

軽減などを行うものなんですけれども、今、最高裁が2013年７月に、両親の

法的結婚の有無で子の相続分に倍の開きが出ている民法の規定について、法

のもとの平等を定めた憲法に違反するという判決を下しています。 

 それ以降、結婚歴の有無によって適用に差を設けている各種制度の見直し

をはじめ、非婚のひとり親家庭に対する支援制度を検討する自治体が増えて

います。2013年には、沖縄県で県営住宅の住宅料の算定に当たってみなし適

用が行われ、三重県でも昨年から県営住宅において適用されるということに

なったというふうに聞いています。 

 これをぜひほかの施策にも、子どもの貧困対策やひとり親家庭の支援とい

う切り口で拡大していただきたいというふうに思いますし、福祉部局を通じ

て幅広く、当事者の皆さんや県民の皆さんに周知をするという取組を行って

いただきたいなと思うんですけれども、その点についてのお考えをお聞かせ

ください。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（岡村昌和） ひとり親家庭につきましては、

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づきまして、国、県、市町が様々な支援

策を講じているところでございまして、同法では、税法等で対象外としてお

ります未婚のひとり親についても対象としているところでございます。 

 本県ではこういう状況も踏まえまして、先ほども御指摘がありましたが、

昨年の４月から県営住宅の家賃の算定につきまして、未婚のひとり親を対象

に、寡婦控除のみなし適用、すなわち婚姻歴のあるひとり親と同様の扱いを

行っているところでございまして、この取組につきましては、都道府県とし
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ては沖縄県に次いで２番目というふうに聞いておるところでございます。 

 御指摘のとおり、ひとり親家庭を取り巻く環境は非常に厳しいということ

でもございますので、今後、三重県子どもの貧困対策計画（仮称）を策定し

ていく中で、御意見のありました寡婦控除のみなし適用につきましても課題

として留意をしつつ、子どもの貧困対策を検討してまいりたいと考えており

ます。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） ありがとうございました。 

 それでは、次に行きたいと思います。 

 性的マイノリティーの方々の施策に、生きやすい三重県を目指してという

ことでお伺いをいたします。 

 まず、少しＬＧＢＴとは何かということなんですけれども、（パネルを示

す）Ｌであるレズビアン、女性同性愛者、Ｇはゲイ、男性の同性愛者、Ｂは

バイセクシュアル、両性愛者、Ｔはトランスジェンダー、性同一性障がいの

方々もそうなんですけれども、そういう略称であるということをまず御理解

いただきたいと思います。 

 それから、この表を見ていただいたらよくわかるんですけれども、（パネ

ルを示す）ＬＧＢＴに対する人が周りに、身近なところにいますかという問

いなんですけれども、スペインが63％、オーストラリア51％と続いているん

ですけれども、日本が周りにいると答えた人が８％、そして、韓国は４％と

いうことなんですけれども、このＬＧＢＴが世界の中でこの地域に多くて日

本にだけ少ないということはなく、電通の調査によりますと、ＬＧＢＴの当

事者はこの日本でも７％、５％から７％いらっしゃるというふうなデータが

あります。それは、日本に少ないのではなくて、ただ声を出せないだけなん

だという、そういう認識で質問したいと思います。 

 まず、教育委員会にお伺いをしたいんですけれども、性的マイノリティー

の子どもたちの教育現場における対応についてお伺いします。 

 文部科学省は今年４月に、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細か
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な対応の実施等についてという通知を全国都道府県教育委員会に出しました。

その内容は、性同一性障がいをはじめ、性別違和や多様な性的志向を有する

子どもたちの学校生活における配慮や支援に関するものです。 

 県の教育委員会として、この通知をどのように生かして、学校の中で

ＬＧＢＴと言われるお子さんが楽しく学校へ行けるような環境をつくってい

くおつもりなのか、御答弁をいただきたいと思います。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 性的少数者における国の通知を受けた県教育委員会

の対応について御答弁申し上げます。 

 議員から御紹介のありました平成27年４月に文部科学省からの通知を受け

まして、県教育委員会といたしましては県立学校及び各市町教育委員会を通

じて公立小・中学校へ周知し、教職員等の間で情報共有しチームで対応する

ことや医療機関との連携など、適切に対応されるよう依頼したところでござ

います。また、法務省が一部動画サイトで公開している「あなたがあなたら

しく生きるために 性的マイノリティと人権」という人権啓発動画を各学校

に紹介し、活用を働きかけてきたところでございます。 

 これまで県教育委員会では、国の通知に先立ちまして平成24年に、教職員

用として人権学習指導資料「気づく つながる つくりだす」を作成し、県

立学校へ配付しました。その中で、「性のありかた いろいろ」として、性

同一性障がいや同性愛者について取り上げ、生徒が多様な性のあり方をワー

クシートで学べるようにもしております。平成26年度には、性的マイノリ

ティーの方を講師として教職員研修を実施するとともに、講演内容をもとに

全ての教職員が研修できるようにホームページで情報提供いたしたところで

ございます。 

 今後の対応でございますが、平成27年度には小学校高学年を対象といたし

ました教職員用の人権学習指導資料を新たに作成し、児童が性的マイノリ

ティーの人権について、ワークシートで学べるようにいたします。今後とも、

児童・生徒が性的マイノリティーへの理解を深めるための学習活動や、人権
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教育や生徒指導等の教諭、あるいは養護教諭などを対象とした研修の実施を

進めるとともに、学校全体が当事者の児童・生徒の悩みや不安を組織的に受

けとめることができるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーなどの活用も含め、性的少数者である子どもたちに寄り添える体制

の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 学校の先生方もやはりそういう実態が見えにくいという

ことで、どういうふうに接したらいいのかなというふうなことがわかりにく

い、そういう声も聞かせていただきまして、やっぱりいろんなきめ細かい対

応って、きっと既に現場でとられているんだろうと思うんです、例えば修学

旅行ですとか。そういう取組を先進事例としてぜひ現場の中で共有していっ

ていただきたいなと思います。 

 それから、県営住宅についてお伺いをいたします。 

 今の公営住宅法、これまでの日本の公営住宅法の中では、同性同士のパー

トナーが公営住宅に入るということができませんでした。しかし、それは、

2008年、国連の人権規約委員会から指摘を受けて、日本におきましても、地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律によって、公営住宅における同居親族要件というのが撤廃を

されました。そのことは、日本政府も国連に対して報告をしています。 

 この同居親族要件、やはり真に住まいに困窮している当事者の立場に立っ

て、この同居親族要件、県の条例にはまだ残っているかと思うんですけれど

も、撤廃をするべきだと思いますが、お考えをお聞かせください。 

○県土整備部長（水谷優兆） 県営住宅への入居についてお答えをいたします。 

 本県では、住宅に困窮する一定の所得以下の方のために低廉な家賃で良質

な住宅を供給することを目的として、昭和35年に県営住宅条例を制定し、入

居者の募集等を行っています。本県の県営住宅は世帯向けの間取りとして建

設し、供給しています。 



－302－ 

 仮に同居親族要件を廃止した場合、学生などの単身入居や友人同士の入居

が可能となる一方、子育て世帯や高齢者世帯など、同居親族のある世帯の入

居が今よりも困難となります。また、世帯向けの間取りを十分に活用できな

くなることからも、同居親族要件を維持しているところです。 

 同性カップルについては、県営住宅条例上、入居資格である同居親族要件

の親族には該当しないため、県営住宅に入居することはできません。しかし

ながら、最近の事例として、性的少数者等の人権の尊重を目的に、事実上婚

姻関係と同様の事情にある同性カップルに対し、男女の婚姻関係に相当する

関係と認める証明書を発行するという条例を制定した自治体も出てきている

ことから、各都道府県や県内市町の動きを注視していきたいと考えておりま

す。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 今回、サミットも誘致をされることになりました。先ほ

どのグラフでもお示しをしましたけれども、やはり多様な生き方、多様性を

重視していこう、そして、人権保障の流れというのは、これは世界的な潮流

だと思います。サミットで浮かれているばかりではなくて、しっかりそうい

う思い、旗印を我が県は背負っているんだという、そういう認識に立ってい

ただきたいと思うんですけれども、この問題について知事の御感想がありま

したら伺いたいと思います。 

○知事（鈴木英敬） 昨年度、教職員の研修の講師に来てくれた杉山文野君は

僕の10年来の友達です。なので、私はそういう方が身近にいたので理解をし

ていましたけれども、やっぱりそういう機会が多いということが大事だと思

います。ですので、今回の政策集にはＬＧＢＴを明確に入れて、人権教育の

ところをさせていただきました。 

 先ほど御指摘があったように、Ｇ７のサミットの宣言文の最初にも、人権

の尊重って書いてあります。三重県の重要な精神性も多様性を寛容に受け入

れるということだと思います。 

 今は人権の基本方針のところにしかＬＧＢＴの関係のところは入っていま
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せんので、できれば、今年度策定予定の第２次三重県男女共同参画基本計画

の第二期実施計画の中で、審議会の委員の皆さんの意見を聞きながらとなり

ますけれども、何らか、より広く施策に反映できるように盛り込むことを検

討したいと思います。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） ありがとうございました。 

 これからの取組を注視していきたいと思います。 

 それでは、最後、もう２分しかないんですけれども、伊賀市の岡本栄市長

は2014年の芭蕉生誕370周年にちなみまして、伊賀市民の責務として、俳句、

俳諧、芭蕉の精神世界を次世代につないでいく、そして、内外に発信するこ

とを目的として、ユネスコの無形文化遺産への登録を目指すことを表明いた

しました。 

 ユネスコの世界無形文化遺産なんですけれども、文化財保護法が定義する

文化財に当てはまるということが条件になっておりますけれども、2013年に

登録をされました日本人の伝統的な食文化、和食についてはその例外となっ

ています。そのときに、京都府が大変大きな役割を果たして、トップがいろ

んな発信をしていったというふうにも聞いておりますけれども、ぜひ芭蕉生

誕地は三重県であるということを発信していくこと、そして、ユネスコの無

形文化遺産を目指す運動に県として協力をしていただけないかどうか、御答

弁いただきたいと思います。 

○議長（中村進一） 答弁は簡潔に願います。 

   〔髙沖芳寿環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（髙沖芳寿） 無形文化遺産登録に当たりましては、まず、伊

賀市において俳句の文化財としての価値等を整理していただくという順番が

ありまして、その後に、本県の文化財所管部局をはじめとする関係部局との

協議等を行っていただくこととなっております。 

 私のほうは、所管としては文化の振興でございますので、ＭｉｅＭｕでの

顕彰、偉人の顕彰とか、そういったことをやらせていただいて、しっかりと
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協力はさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） ぜひまた伊賀市と調整をしていただいたり、やっぱり行

政的な動きだけではなく、知事のトップリーダーとしての発信もぜひお願い

をしたいと思います。本来ならばここで俳句を読むべきだったんですけれど

も、ちょっとまだまだ未熟なもので、今後の先輩方に学んでいきたいと思い

ます。 

 本当に今日はありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。終

わります。（拍手） 

○議長（中村進一） 15番 吉川 新議員。 

   〔15番 吉川 新議員登壇・拍手〕 

○15番（吉川 新） 度会郡選出の新生みえの吉川新でございます。議長のお

許しを得て一般質問をさせていただきます。 

 まず、伊勢志摩国立公園が指定されて70周年の記念事業についてお伺いい

たします。 

 戦後の第１号の国立公園として、昭和21年に伊勢志摩国立公園が指定され

ました。そして、来年度70周年を迎えます。この５月27日には70周年の記念

事業の実行委員会が立ち上げられました。県と３市１町の関係者でございま

す。指定されて間もなくこの公園内に産声を上げて育った山本教和議員が会

長の任に当たられるということで、地元を知り尽くして地域を最も愛する人

がこの事業を引っ張っていただくことに大いに期待をいたしております。 

 国立公園に指定されたこともありましてか、伊勢志摩には乱開発も及ばず、

景観もすばらしいまま保全され、歴史文化資産も多く、食材も含めてまさに

美し国伊勢志摩でございます。一昨年には御遷宮で、1300万人を超える入り

込み客でにぎわいました。昨年も1000万人を超えることができました。中村

議長は常々、このすばらしい活気を御遷宮年の一過性にとどめない政策を主

張してみえましたが、さすがに今年に入りまして、お正月には明らかに参拝
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客の減少等、陰りが見られました。いささか不安な感じをしております。 

 この地は、平成29年には全国菓子大博覧会、平成30年には全国高校総体、

また、引き続いて国体だとか障がい者の大会、連担するイベントが計画され

ております。折しも、ビッグニュース、伊勢志摩のサミット開催が決定され

ました。このようなタイミングで伊勢志摩国立公園指定70周年記念の事業が

行われるわけでございます。県直営の事業ではございませんが、喜ばしい限

りでございます。 

 この報に接したとき私には、サミットとか、知事がいつも言ってみえるイ

ンバウンドとか、そういった言葉がこびりついております。今の伊勢志摩の

魅力って何なんだ、来られる方々の観光に求めるものは何なんだ、外国人の

人たちにとっての魅力というのは何なんだと思ったわけでございます。凛と

した伊勢神宮の精神性やお神楽、みこは、外国の方たちも大いに魅了するん

じゃないかと思っています。人々のマナーやもてなしの心も強い印象を与え

るだろうと思っております。 

 サミットに関しては、配偶者プログラムも非常に大事だと知事も考えてお

みえでございました。アメリカの友人から、サミット開催の報で情報を届け

ていただきました。配偶者プログラムでございますけれども、今風で言うと、

やっぱりきらびやかなおもてなしじゃなくて、社会的なメッセージを発信す

るようなパートナー外交が要るんじゃないか、そんな、アメリカ、ニュー

ヨークからでございますが、情報も届けていただきました。 

 伊勢志摩国立公園は、その中に多くの人が住まいする特殊な公園でござい

ます。スポット的に名所旧跡、景勝地がありますが、私たち地元の者にとっ

てはすばらしい景観も余りに日常的なゆえ、その魅力を自覚しなかったり、

美しさ磨きについても怠っているのではないかと心配もしております。私は、

伊勢志摩の魅力に、景観や歴史資産、食などのほか、純朴で温和な人々、そ

の生活風土も大きな魅力だと思っております。他の地域から域内へ入ってき

たときに、何か雰囲気が違うな、道端にはきれいな花が咲き、小ぎれいな小

公園があったり、森に荒れ果てたような風倒木もない、海岸もきれいになっ
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ている、河川敷もきれいです、そんな、さりげないけれども、しかし、印象

深くて落ちつけるような、住んでみたくなるような魅力がこの地の魅力じゃ

ないかなと思っております。そんな魅力に引かれて来られる人の旅の形は滞

在型で、体験型で、地域の人たちとの交流型のような気がいたしております。 

 お尋ねします。この70周年記念事業、どのように行われるのでしょうか。

また、この事業のフィナーレは11月で、サミットより５カ月ほどタイムラグ

があるわけでございますが、プレの期間はサミットと重なってまいります。

ぜひ相乗的な効果を期待するわけですが、この点にも言及していただいてお

答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（仲繁樹） 2016年主要国首脳会議、サミットが伊勢志摩で

開催されることが決定し、伊勢志摩に今、世界中から注目が集まっています。

こうした中、サミットと同じ年に当たる伊勢志摩国立公園指定70周年を、地

域が誇る美しい自然や豊かな伝統文化を世界に発信する絶好の機会と捉え、

今、議員も御紹介いただいた平成27年５月27日に発足しました伊勢志摩国立

公園指定70周年記念実行委員会において、特にサミット開催で効果が期待さ

れる国内外からのお客様、こういった方々を、地域の特徴を生かしてしっか

りとおもてなし、取り込んでいけるような、そんな記念事業の準備を進めて

いるところであります。 

 伊勢志摩国立公園は、公園内に多くの人々が暮らし、湾内に浮かぶ真珠い

かだや海女の姿、悠久の歴史を誇る伊勢神宮など、美しい自然と豊かな海の

恵み、暮らしや歴史文化が融合する、世界的にも珍しい自然公園です。 

 このような伊勢志摩の地域の特徴を生かし、現在、鳥羽市菅島の子どもた

ちがガイドを務める島っ子ガイド、あるいは、志摩和具で行われています志

摩の国海女漁体験ツアーといった、自然や伝統文化など、地域の魅力を体験

していただくエコツーリズムの取組が盛んに行われております。 

 伊勢志摩国立公園指定70周年記念を契機としてエコツーリズムの取組を一

層発展させていくため、メーンイベントとして国内から人を呼び込む全国エ
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コツーリズム大会を開催することとしております。さらに、伊勢志摩を広く

売り出していくため、実行委員会を中心に、国内外に向けた情報発信や、メ

ディア、旅行会社等と連携したエコツアーの企画、外国人観光客の積極的な

受け入れに向けた、議員も御指摘いただいたおもてなしの向上、さらには、

語学力などのアップ、エコツーリズムの取組を次世代に継承していく地域の

若者の確保、育成に取り組んでいます。 

 来年秋開催の伊勢志摩国立公園指定70周年記念事業に向け、サミット開催

の取組と連動させながらこうした取組を継続的に取り組んでいくとともに、

この記念事業が、一過性に終わらせることなく、関係者が一丸となって展開

し、伊勢志摩地域の多くの地域に多くの人々が集い、そして、交流が拡大し

ていく、そうした取組へつなげていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔15番 吉川 新議員登壇〕 

○15番（吉川 新） ありがとうございました。 

 エコツーリズムだとか継続的とか交流とかいうキーワードを述べていただ

きました。ありがとうございます。また、インバウンドといいますか、イン

バウンド対応といいますか、受け入れるための人材育成や学生や子どもたち

といった言葉も触れていただきました。そのような形で一生懸命盛り上げて

いただきたいと思います。 

 また、一昨日の西城みえ伊勢志摩サミット推進局長のサミットの話の中で、

北海道洞爺湖サミットの花いっぱいでお迎えプロジェクトといった例示も挙

げていただきましたが、県民が総参加で盛り上げる、そんなようなイベント

につながっていただければな、そういった意味では、予算的に、例えば県土

整備部の道路の維持予算みたいなのも集結するように地域磨きをしていただ

ければありがたいな、こんな要望をさせていただいて、この質問を終えさせ

ていただきます。 

 続きまして、オープンデータ事業ということについてお伺いいたしたいと

思います。 
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 総務省におきましては、行政の持つデータのオープン化を推進しておりま

す。このことによりまして、行政の透明性、信頼性の向上、国民参加、官民

協働の推進、経済の活性化、行政の効率化が三位一体で進むことが期待され

るとしております。平成24年７月、電子行政オープンデータ戦略におきまし

て、政府自ら積極的に公共データを公開する、機械判読可能な形式での公開

をする、営利目的、非営利目的を問わず活用を促進する、取組可能な公共

データから速やかに公開等の具体的な取組に着手し、成果を着実に蓄積して

いくといたしました。 

 私は、オープンデータに早くから取り組んでいる福井県の鯖江市を一昨年

調査いたしました。鯖江市では、市内データのみより、より幅広いデータの

ほうが市民が使いやすくなる、したがって、近隣市町村にも県にも同調して

オープンデータ化を進めるように働きかけているという報告を聞いておりま

した。そして、つい先般、県レベルでのオープンデータ化を全国２番目に取

り組んだのが福井県でございます。そこに調査に参りました。 

 また、本県におきましても今年２月からオープンデータライブラリーを公

開し、また、そこでは津市のオープンデータライブラリーもリンクを張って

おります。昨年から庁内オープンデータ推進ワーキングを立ち上げ、４月に

はビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会に参加されたと聞いており

ます。 

 現在どのような進捗状況なのか、また、県下の市町に対して何らかの同調

の働きかけをしているのか、また、今後どのように進めていこうとされてい

るのかについてお尋ねいたします。 

   〔福田圭司地域連携部長登壇〕 

○地域連携部長（福田圭司） オープンデータ化の取組について御質問いただ

きました。お答えいたします。 

 三重県においては平成27年２月から三重県オープンデータライブラリーを

開設し、防災、健康・福祉、文化・観光など、大きく八つの分野に分けて、

32のデータセットというまとまりをもってオープンデータとして公開を開始
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いたしました。 

 主なデータといたしましては、御紹介させていただきますと、防災分野で

は市町ごとの土砂災害警戒区域等の位置図、健康・福祉分野では県内のユニ

バーサルデザイン施設の保有設備や位置情報など、それから、文化・観光分

野などでは県内の歴史街道の位置情報や通行の可否等のデータを公開してお

るところでございます。 

 県の保有するデータのオープン化につきましては、議員から御紹介がござ

いましたように庁内関係課によるワーキンググループを立ち上げておりまし

て、オープンデータの推進に関する基本的な考え方という庁内の合意形成を

図った上で進めさせていただいております。そこではオープンデータを、基

準を定めまして指針というもので進めさせていただこうというふうに考えて

おりまして、まず、データの範囲でありますとか、これは、具体的には県の

ウエブサイトで既に公開しているものをオープン化していこうという考え方

を基本にしております。それから、もう一つは、総務省のほうでも出してお

りますけれども、機械判読に適したデータによる公開がいいという基本的な

考え方でございます。 

 ただ、一方で、これに要する経費、時間もございますことから、まずは

オープンをするというのを原則的に優先して公開をさせていただいておると

いうところでございまして、現在、県のデータもＣＳＶになっておらず、

ＰＤＦのファイルでありますとかエクセルファイルというものをそのまま公

開しているものもございます。そういったことから、今後もそういった部分

を順次、機械の判読に適したデータに向けて努力してまいりたいというふう

に考えております。 

 一方、市町の支援につきましては、県の三重県電子自治体推進連絡協議会

等の機会を捉えまして、全市町に対して、県のオープンデータの取組や県内

市町の動向、県外の先進事例等についての情報共有を行ってきているところ

でございます。今後も、データ様式の統一などを含め、国等の動向を注視し

ながらも、県内市町のオープンデータの取組を支援してまいりたいと考えて
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おるところでございます。 

   〔15番 吉川 新議員登壇〕 

○15番（吉川 新） ありがとうございました。 

 三重県がウエブサイトで公開しているデータからオープンにしていくとい

うような話、また、市町に対しても連絡協議会等で情報共有していくという

ようなお話でございました。データの形、機械読み取りができるという形に

先立ってＰＤＦもエクセルもオープンにしておるというような状況を聞かせ

ていただきました。 

 福井県では一つの課でこれを推進しておりまして、その考え方が、とにか

くオープンするのが目的だと。データの価値やら利用の仕方は相手側が考え

ることだと。だから、できるだけ早いオープン化をすると。それから、もう

一つは、オープンされたデータが使いやすい、そういった意味で機械読み取

り可能なデータというわけですが、様式、データの形、それを統一化すると

いうこと。それと、もう一つは、使う人が検索したり、ばらばらにオープン

されるんじゃなくて、見やすい形でオープンにする。市町に対してはなかな

か、データの形を整えたり、意識もそうですが技術もないようなケースがあ

るので、そこら辺のお手伝いを県がして、敷居を下げて参入を促す、そんな

ようなことをやってみえるとお聞きいたしました。 

 今、時代がやはり情報化であったりデジタル化であったりするわけでござ

います。また、行財政も逼迫して経費も苦しくなってきておるわけですから、

効率的にサービスを落とさないような仕組みでもこういった外部の力を誘発

するようなオープンデータ化というのは非常にすばらしいことなんじゃない

かなというふうに思っております。 

 福井県の事例でございますが、オープンにしたデータをやっぱりできるだ

け早く活用してほしいわけですから、アプリケーションソフトのコンペみた

いなのをして、優勝賞金10万円とか、ごくわずかな予算なんですが、そんな

仕組みで利用の活性化を図る、そんな努力もしておりますので、今後の課題

だと思いますが、ぜひやって、進めていただきたいなとお願いを申し上げます。 
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 時代の流れでもありますし、ビッグデータの活用というものも取り上げて

いかんならんし、世の中ではクラウドソーシングといった仕事の仕方も、だ

んだん行政需要も広がってきているというふうに思っております。マイナン

バー制も進められておるわけですが、そういった複合的な考えでまずしやす

いオープンデータについて力を入れていただきたいことをお願いしてこの項

の質問を終えます。 

 続きまして、障がい者の雇用対策についてお伺いいたします。 

 全国で最低位にありました三重県の障害者実雇用率は、懸命の取組の成果

か、平成26年度障害者雇用率改善プランの目標1.70％を大きく超えて1.79％、

順位も最下位から一挙に33位まで上昇いたしました。うれしい限りでござい

ます。また、念願の、多くの期待を寄せたステップアップカフェＣｏｔｔｉ

菜も、昨年暮れ、12月24日にオープンいたしました。 

 人口減少、高齢化、生産年齢人口減などの状況にあって、政府は女性や高

齢者の雇用の促進が重要との考えを示しております。 

 また、ニートとかひきこもりなどの社会復帰も、本人の生き方、幸せの意

味からも、社会負担の軽減の意味からも、重要な取組の時代に入ったかなと

考えております。 

 そこでお伺いします。平成26年度、非常によい結果の出た障害者実雇用率

のアップをどのように分析しておみえなのか。 

 Ｃｏｔｔｉ菜オープン約半年での成果をお教えいただきたい。さらに、今

後のさらなる機能化についてお願いいたします。 

 また、３番目に、ニート、ひきこもりの方など少数の方たちの社会復帰の

取組を行ってみえるのかどうか。 

 この３点についてお答えをお願いいたします。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） ３点御質問いただきました。 

 まず、１点目、障害者実雇用率が上がった要因分析の点についてでござい

ます。 
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 障害者実雇用率の向上については、三重労働局と県が連携して平成25年11

月に障害者雇用率改善プランを発表し、目標数値を1.70％と掲げて取り組ん

だこと、また、その達成に向けて、重点項目を決めて取り組んだこと、さら

に、労働局長や知事が地域に影響力のある企業に対して働きかけを行ったこ

と、この効果が大きかったものと考えております。 

 労働局、ハローワークでは、プロジェクトチームを設置し、全ての法定雇

用率未達成企業に対する訪問指導、障がい者に対する職業紹介の強化、各地

域におけるミニ版の就職面接会の追加開催など、取組が強化されております。 

 こうした取組を行う中、企業からは、労働局、ハローワーク、県、市、支

援機関など、関係機関が一丸となって推進していることが感じられた、雇用

に関する具体的な提案をいただいたり、きめ細かい支援をいただけるように

なったと実感しているとの御意見もいただいており、目標を定めて集中的な

取組を行ったことが雇用率の改善につながったと思っております。 

 また、障がい者雇用を推進する新たな仕組みとして、経済界や労働団体を

はじめ様々な関係機関の皆様とともにＣｏｔｔｉ菜を設置しようと準備を進

めたことによって県全体の機運が醸成されたこと、これも大きな要因である

というふうに考えております。 

 それから、特例子会社が２社設立されたことによって新規雇用が増加した

ことも大きな要因であるというふうに考えております。 

 ２点目のＣｏｔｔｉ菜の成果と今後の展開、機能強化についてのことでご

ざいます。 

 Ｃｏｔｔｉ菜の運営については、カフェ機能をはじめとする三つの機能が

ありますが、その狙いは六つの基本コンセプトの実現にあります。 

 一つ目の「県民が障がい者と交流し理解を深める場」の成果としては、継

続して１日130人程度、たくさんのお客様に御来店いただき、障がいのある

スタッフと接していただくことで障がい者雇用への理解が着実に進んでいる

ことです。何度も来ていただくお客様の中には、スタッフの姿を見ると元気

になると応援をいただいている方もいらっしゃいます。 
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 今後は、障がい者だけでなく私たち社会全体の意識や行動もステップアッ

プしていくことを目指すＣｏｔｔｉ菜のことについて、県民の皆様にもっと

広く知ってもらうことが重要であると考えております。 

 基本コンセプトの二つ目でございます「企業で障がい者が戦力になること

の理解を促進する場」の成果としては、総合文化センターの中に出店したと

いうことも大きいのですが、お一人ではなかなか町なかのカフェに入りづら

い男性の方にも、センターの中で企業研修やセミナーがあった際には御来店

をいただいていることです。これは、企業の中で障がい者雇用の理解を進め

ていただく上でとても大きな成果につながると考えております。 

 今後は、障がい者雇用推進企業ネットワーク等も活用し、企業関係者と障

がい者の接点をさらに増やしていきたいと考えております。 

 三つ目の「実践的訓練の場」の成果としては、教育委員会と連携し、定期

的に県内の特別支援学校の学生の実習も受け入れています。実習を経て

Ｃｏｔｔｉ菜に就職したスタッフもあり、先月には就職した先輩の姿を見る

ために、特別支援学校の生徒に御来店をいただいたところです。今後も受け

入れる人数を増やしていきたいと考えております。 

 四つ目の「商品づくりへの支援の場」の成果としては、リピーターがつく

ほどの人気商品も出てきたことです。引き続き、より多くの就労支援事業所

に向けて積極的な商品提案の呼びかけを行っていくとともに、大都市圏の大

型小売業の店頭に並ぶほどに品質の高い商品へとブラッシュアップしていき

たいと考えております。 

 五つ目の「障がい者雇用支援機関と企業とのつながりを作る場」につきま

しては、現在、企業や福祉施設、特別支援学校の関係者の交流会を開催する

というような準備が進んでいるところでございます。 

 六つ目の「職域の拡大を推進する場」としての成果としては、オープン当

初から障がい者スタッフが接客や配膳などのお客様の目に触れるフロント

ヤードで働くことで、障がい者が活躍できる職域の拡大にも取り組んでいる

ところです。サービスのレベルアップを進めていくとともに、彼らが生き生
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きと働く姿を発信していきたいと考えております。 

 これら六つの基本コンセプトの実現に向けて、引き続きＣｏｔｔｉ菜を拠

点として、県民や企業と障がい者をつなげる取組を進めていきたいと考えて

おります。 

 ３点目の若年無業者に対する雇用対策の取組でございます。 

 若年無業者の就職については、四日市市、津市、伊勢市、伊賀市の４市内

の４カ所で団体やＮＰＯが運営する地域若者サポートステーション、愛称サ

ポステでございますが、ここで支援を行っています。 

 具体的な支援としましては、サポステを利用される方は、働きたいが自信

が持てずに一歩を踏み出せない、働きたいがコミュニケーションが苦手で不

安であるなど、いろんな悩みを持っているために、まず、キャリアコンサル

タントが相談を受けて課題を洗い出し、それをもとにその人に合った個別の

支援計画を作成します。その計画に基づいて、就労につながるような活動と

して、コミュニケーション訓練等自立訓練や、５日程度の福祉施設や農場等

での就労体験を行っていただき、その振り返りを行っております。 

 このうち自立訓練や就労体験につきましては、県が国の事業を活用して、

４カ所のサポステに事業実施を委託しているところでございます。自立訓練

や就労体験など、小さな成功の積み重ねによって自信をつけ、就労につなが

るようサポートが行われているところでございます。 

 こうしたサポートの結果、平成26年度は、就労体験先で就労した方とおし

ごと広場みえに来て相談を受けたという方を合わせて464人の方に就労の結

果が得られております。 

 県としましては、サポステに委託する自立訓練や就労体験事業、おしごと

広場みえでの取組を通じて、働きたいという思いを持つ若者が就労できるよ

うに支援を行っていきたいと考えております。 

   〔15番 吉川 新議員登壇〕 

○15番（吉川 新） ありがとうございました。 

 分析も本当にしっかりされて、また、ステップアップカフェＣｏｔｔｉ菜
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の成果も夢が持てるような感じで聞かせていただきました。本当にありがと

うございます。 

 先ほどの若者支援のサポステも本当に頑張っていただいておるなと思って

おります。実は、この質問をさせていただきましたのは、この６月に、京都

府議会で若者就職支援条例というのをつくられて、その中で、就職を受け入

れる企業に対する税制優遇だとか、また、労働の形も、短時間正社員とか限

定正社員とか、そんな多様な就労の形も含めていくような条例を、今、上程

されているようでございます。 

 今のサポステも含めましてでございますが、制度も含めて包括的に、働い

ていない方をもう一度社会復帰させるような試みについては続けていただき

たいとお願いを申し上げましてこの項を終わらせていただきます。 

 続きまして、三重県のエネルギー・省エネルギー政策についてお伺いしま

す。 

 政府は６月１日に、2030年の望ましい電源構成案を決めました。老朽原発

の稼働延長も前提にした原子力の比率は20％から22％、再生可能エネルギー

は22％から24％。温暖化ガスの排出量は13年度比26％削減、これは、先般、

安倍総理がサミットでも表明されました。 

 福島の復旧も遅々として進まず、排水問題につきましても、アンダーコン

トロールと、こういう総理の公言も何かむなしく聞こえるような状況だと

思っております。福島は言うに及ばず、東海村の廃炉さえなかなか進んでお

りません。六ヶ所村の再処理工場もやっと来年できるかなとは言われており

ますが、ＭＯＸ燃料の使用の宛先もなかなかめどが立たない状況下での今回

の判断に、非常な不安を感じております。 

 国の判断とか政策はさておきまして、４年前にも質問させていただきまし

たが、地方自治体におけるエネルギー政策というのは、国とは若干違うん

じゃないかなというふうに思っております。創エネ、省エネ、そういったと

ころが大きな取扱分野ではないかなというふうに思っております。 

 平成24年３月に県は新エネルギービジョンを策定いたしました。当時しっ
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かり読んでいなかったのですが、その目標値は国の電源構成を三重県に置き

かえ換算したり、地域の事業者等からのアンケート、意識調査を重ねて、政

策的には芽生えていた数値を加算すると、そんな数字のような気がしており

まして、政策的とか戦略的な要素とか、担当部署のリーダーシップといいま

すか、ポリシーがちょっと感じづらい気がしたのですが、しかし、よくやっ

てくれたと思っております。ソーラー発電、風力、バイオマス発電と、結構

すばらしく進展しているように思いました。この２年間の数字的に、太陽光

とか風力とかバイオマス発電についての達成率といいますか、進捗率といい

ますかについてお答えいただきますようお願い申し上げます。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） 新エネルギービジョンにおける目標値の達成状

況の御質問でございます。 

 まず、全体のお話もさせていただきます。 

 三重県新エネルギービジョンでは、おおむね10年先を見据え、平成32年度

に向けて、太陽光発電や風力発電など10種類の新エネルギーの導入により、

原油換算で県内における最終エネルギー消費量の約10％に相当する85万6000

キロリットルの削減を目標としております。 

 計画期間中３年が経過した平成25年度末の導入実績は、進捗率が目標値

61.0％を上回る62.4％となっております。 

 このうち、太陽光発電、バイオマス発電、風力発電の進捗率でございます

が、太陽光発電は、平成24年７月に始まった再生可能エネルギー固定価格買

取制度を背景に、ビジョン策定時の平成22年度末の６万5000キロワットから、

平成25年度末の導入実績は34万キロワットと大幅に導入が進み、進捗率は

63.6％となりました。 

 また、バイオマス発電につきましては、平成25年度末の導入実績で４万

8000キロワット、進捗率63.3％となっています。 

 一方で、風力発電につきましては、平成25年度末に７万2000キロワット、

進捗率は29.7％と低調ではございますが、現在、青山高原で８万キロワット
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の増設工事や度会町内で２万8000キロワットの新設工事が進んでいるところ

です。 

 今後も引き続き、三重県新エネルギービジョンに基づきまして、地域資源

や地理的条件などの地域特性を生かした安全で安心な新エネルギーの創出に

取り組んでまいりたいと考えております。 

   〔15番 吉川 新議員登壇〕 

○15番（吉川 新） ありがとうございました。 

 風力につきましては早晩、私の聞いておる話では11万5000キロワットぐら

いになるんじゃないかな。ちなみに地方創生が叫ばれる今、地域の財産とも

言うべき地域エネルギーを、地域の資本を結集して、もうけも想定して、な

かなか進まない大型公共事業を誘発しようとするような動きも出てまいりま

した。自らの行動から地域活性化につなげようとする大きな動きには非常に

強い関心を寄せております。何のことかはまた御想像にお任せします。 

 ソーラーにつきましては、一般家庭での普及率は5.8％で全国で26位と聞

いております。先ほど報告がありました。メガソーラーでは20万キロワット

ぐらいなのかな。そういったことで、非常に高い進捗率で進んでおります。 

 それから、バイオマスの進捗率についてはそうでもない報告でございます

が、私にとっては、３カ所の発電所、３万2500キロワットぐらいがめどが

立ってきたと聞いておりますが、しかし、今、先行しております松阪のバイ

オマス発電所の材料の持ち込みなんですが、１年ほど前からストックをして

いましたのでストックは持っておるんですが、動き出してからの需要量と運

び込まれた量は若干運び込まれる量のほうが少ないというふうに聞いており

ます。持ち込まれるのは大林業家か森林組合で、個人であるとか木の駅であ

るとかからはほとんどないというふうに聞いております。 

 津の計画なんかは計画の段階から外国のヤシがらを持ってくるというよう

なことになっておりますし、本来、地場の林業支援の側面も含めてのバイオ

マス発電だと思っておるんですが、また、林野庁がそういう筆頭の制度の趣

旨からして、いろんなバイオ燃料の価格で制約をかけて、その持ち込まれる
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資格もかけておりますので、なかなか集めにくい状況なのかなと思いますが、

仏はつくったわけですので、これから徐々に魂を入れていっていただきたい

な。裾野の広いバイオマス供給の仕組みづくりにもっとさらに努めていただ

きますようお願い申し上げます。 

 もう一つ、先ほどの質問に入れなかったんですが、2004年の３月に三重県

バイオマスエネルギー利用ビジョンというものをつくっておりました。その

中では、2010年、５年前でございますが、そのときのいろんな未利用エネル

ギーの活用状態の絵姿を描かれた計画であったと理解しております。この中

で、下水道汚泥も畜産ふん尿も生ごみも含めましてメタンガス化等、多様な

再資源化に言及をしてみえました。新しい技術の導入や仕組みの工夫、農家

や施設管理者の負担軽減とあわせた総合行政で国産エネルギーの有効活用を

図れるウイン・ウインの効用が図れるのではないかというような感じで記載

されておりました。 

 11年前のビジョンがどのように総括され、現在の新エネルギービジョンに

どのようにつながっているのかについてお教えいただきたいのですが、この

件についてはまた後日に譲らせていただきます。 

 いずれにしましても平成24年策定の新エネルギービジョンは、皆様の頑張

りでおおむね順調に進行していると理解させていただきます。 

 今回の知事選で、「みえ『開花』宣言。」において新エネルギービジョン

を中間見直ししていくというふうにあります。私は国の電源構成案に疑問を

持っておりますが、見解の相違とか現状と予想の違いなどで、机上の空論で

四の五の言うより、地域から実践として期待できる新エネルギー開発の可能

性を上方修正していくことが大切と考えております。このタイミングでの中

間見直しの視点や独自のエネルギー政策の深化と表現されておりますことに

ついてお教えいただきたいと思います。 

○雇用経済部長（廣田恵子） 中間的な評価、見直しの点でございます。 

 平成32年度を目標とする三重県新エネルギービジョンにつきましては、県

内における太陽光発電をはじめとする新エネルギーの導入状況や、新エネル
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ギーを活用したまちづくりの進展などを踏まえて、今年度、中間的な評価を

行い、その結果を受けて見直していきます。 

 三重県新エネルギービジョンに対する中間的な評価、見直しについては、

平成27年６月に公表された国の長期エネルギー需給見通し、報告書案でござ

いますが、これにおいて、平成42年度における電源構成に占める新エネル

ギーの構成割合は12％から14％と、平成21年時点の見通しの割合から３％か

ら５％高くなっているということ、それから、２点目としては、平成32年度

末の目標値は再生可能エネルギー固定価格買取制度による導入見込みが考慮

されていないこと、３点目としては、状況に即した適正な数値目標を設定す

る必要があることなどに留意をして見直してまいりたいと考えております。 

 独自のエネルギー政策の深化についての点でございます。 

 新エネルギービジョンについて、五つの戦略プロジェクトを掲げています。 

 五つの戦略プロジェクトにつきましては、一つ目、新エネルギーごとの目

標達成等を踏まえた導入支援のあり方、それから、桑名プロジェクト、熊野

プロジェクトなど、地域のモデル事業を今やっておりますので、そういった

課題と成果を踏まえたことをこれから水平展開するにはどのような課題があ

るかということ、それから、新しい関係でございますが、水素エネルギーの

活用促進と地域活性化、バイオリファイナリーの研究開発と実用化、調査研

究が進むメタンハイドレートによる地域活性化などという点を分析しまして、

評価、見直しを行っていきたいと考えております。 

 いずれにしましても、中間的な評価、見直しを進めるに当たりましては、

有識者、企業、市町、関係団体などから構成される懇話会の御意見を聞きな

がら取り組んでいくこととしております。 

   〔15番 吉川 新議員登壇〕 

○15番（吉川 新） ありがとうございました。 

 エネルギーを取り巻く環境は非常に早く変化しておりまして、原油価格の

話もありますし、固定価格制度の影響もいろんな切り口から議論されており

ます。まず、２年間たった中間的な評価をしていただいて、これからの戦略



－320－ 

を多くの方の声を聞いて組み立てていただくということでございますので、

期待をさせていただきます。 

 なお、これも京都府の話でございますけれども、この６月定例会で条例を

上程されるということです。すなわち、京都府がつくっておったエネルギー

ビジョンが進捗がなかなかはかどらずに、やはり施策的なインセンティブを

与えないかんという趣旨で京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関す

る条例ということをつくられるようでございます。全国初の条例として、独

自の税制上の支援まで行うような盛り込みになっております。 

 続きまして、冒頭申し上げました省エネルギーということなんですが、こ

のエネルギービジョンの中で省エネという言葉は上がっておりますけれども、

具体が余り言及されておりません。環境生活部のほうで、地球温暖化対策課

で省エネ対策といったことをやっていただいておるということでございます

が、地球温暖化対策はもとより、資源小国の我が国でエネルギー政策におけ

る省エネ対策というのは非常に重要と考えておりますが、省エネに関しての

政策、また、数字的な目標を掲げておるのか、どのように考えて進めておみ

えなのかをお伺いいたします。 

○環境生活部長（髙沖芳寿） 家庭における省エネルギーでございますけれど

も、地球温暖化防止からの観点ということで非常に重要であると考えており

ます。私ども県としては、平成24年３月に三重県地球温暖化対策実行計画を

策定いたしまして、家庭での省エネの推進に取り組んでまいりました。 

 この取組の一つとして、環境月間であります６月には、家庭での省エネ、

節電の県民への呼びかけ、さらには、電力需要の厳しい夏と冬においても、

知事のほうから県民の皆様へ、省エネ、節電への御理解、御協力を呼びかけ

ております。 

 また、三重県地球温暖化対策推進条例に基づきまして、自主的かつ積極的

な取組を推進するために指針をつくりまして、建築物の指針でございますけ

れども、空調とか照明、あるいは建築資材などの住宅の省エネ化に有効な情

報を提供しているところでございます。 
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 さらに、地球温暖化の関係の三重県環境学習情報センターでは、省エネ等

についての学習ができるＭｉｅこどもエコフェアといったものを開催すると

ともに、また、県内企業と連携して、小学校で家庭における省エネを学ぶ

キッズＩＳＯ14000のプログラムを実施したり、また、三重県地球温暖化防

止活動推進センターにおきましても様々な出前講座を開催して、県民の意識

向上を図っているところでございます。 

 こういった中で、昨年６月に県民の地球温暖化や家庭の省エネに関する意

識調査を行ったところ、1181人に意識調査をして860人から回答を得ました。

回答率は72.8％でございますけれども、この中で、地球温暖化防止を行う必

要性を感じているという方々が92.5％ございました。このように問題意識は

高いですけれども、最近５カ年の推移を見ますと家庭部門における二酸化炭

素の排出量は横ばいということで、減少には必ずしもつながっていないとい

うことが課題であると認識しております。 

 これを踏まえまして、先ほど言いました三重県環境学習情報センターとか

三重県地球温暖化防止活動推進センターと連携を深めまして、さらなる省エ

ネに関する環境教育の講座等を増やしたりしていきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、もう一つ、今現在伊勢市で低炭素モデル事業をやっております

けれども、そういった事業への展開を全県的に広げたいということで、全市

町と低炭素なまちづくりネットワーク会議を立ち上げ、今後、電力会社など

の関係機関に参加を呼びかけていきたいというふうに考えております。 

 それから、目標に関してでございますけれども、先ほども言われましたよ

うに国のほうの2030年度に2013年度比26％削減というのがございますので、

その原案の水準を考えながら省エネ対策を講じるということで、家庭部門に

つきましては約４割の削減目標というのが国のほうで定められておりますの

で、今後そういった目標に貢献できるように、県としても家庭の省エネ対策、

これの推進に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

   〔15番 吉川 新議員登壇〕 
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○15番（吉川 新） ありがとうございました。 

 いろいろな手法で啓発をやっていただいておるということでございます。 

 私、チラシやらシンポジウムやら啓発だけで浸透はなかなかおぼつかない

かなと常々思っておりまして、省エネルギーにつきましては、いろんな省エ

ネアドバイザーといいますか、無償で診断したりアドバイスをくれる仕組み

があるようでございまして、具体的に、あんたのところ、これ、ペアガラス

にしたらこれだけ得するよとか、配管ロス、こうよとか、そうしたら、幾ら

節約できるよとか、そんなのを仕組みとしてもっと浸透させれば省エネも進

むし、また、大工仕事も増えるわけですから地域振興にもなるんじゃないか

な。そんな、もうちょっと市民に介入するような政策も考えていただければ

な。それから、県として、例えば24時間点灯しておるトンネルなんかもＬＥ

Ｄ化をすれば数年でペイするんじゃないかなとか、いろんなことが考えられ

ると思っております。 

 いずれにしましても、省エネというのも創エネも、要するに雇用経済部で

あったり環境生活部が主担部でございますけれども、実際の事業は各部局に

わたっております。それぞれ主担しておるところが各事業部に対して強い

リーダーシップをとってできるような仕組みもこういった分野の施策を進め

るためには非常に重要なのではないかと思っております。 

 桑名で行われておりますＨＥＭＳの実証試験なんかにつきましてもまた分

析結果等をお教えいただければと思っております。ぜひ真剣に取り組んでい

ただきますようお願い申し上げまして次の質問に移らせていただきます。 

 高齢者対策についてでございます。 

 私は超高齢化社会について心から心配をいたしております。この質問は本

当に曖昧な質問になります。 

 再雇用制度もかなり普及しまして、65歳までの方につきましては何とか食

べていけるという仕組みはでき上がりつつあります。生産年齢人口はどんど

ん減少して労働不足が懸念されております。平均寿命と健康寿命の差は社会

保障負担の増大を意味しております。健康寿命はちなみに、平成22年のデー
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タでございますが、男性は70歳、女性は73.6歳ぐらいと、こう言われており

ます。ちなみに三重県は、健康寿命というのは全国で16位とか26位だそうで

ございます。 

 今年３月にも申し上げましたが、厚生労働省は全国で2012年度の認知症患

者462万人、予備軍といいますか、軽度の方が400万人というような推計を発

表されて、早晩1000万人になるんじゃないかという警鐘を鳴らされました。

財政的にも、支える施設や家族にも大変な負担になるんじゃないかと心配し

ております。 

 鈴木知事は常々、アクティブ・シチズンとの協創とよく言っておみえです

が、多分、やっぱり行財政が逼迫し、人員も削減する中で、市民とパート

ナーシップをとって行政サービス全体をサポートしていかなあかんのと違う

かなという思いかなと想定をしておりますが、ひょっとすると、アクティ

ブ・シチズン、具体的な受け皿というのはアクティブ・シニアなんじゃない

かなと、体力も能力もスキルもある、そういった意味で。 

 また、もう一つ、幸福実感度日本一も標榜しておみえで、現在高齢者率

27％、もう早晩30％、３分の１が高齢になる人の幸福度というものも施策を

進める上で大きな割合を占めるんじゃないかな。 

 そんなこんなを考えまして、高齢者対策というのは非常に重要な政策で、

失敗すれば大変な社会問題にも通じるし、何とか成功するとすれば、経済に

も、財政にも、高齢者が提供するようなサービスの受け手の満足度も、そし

て、何より本人の満足、幸せ感につながるようなのが高齢者政策じゃないか

なと思っておりますが、私が非常に重要と考えております高齢者対策の重要

性につきまして、部長は同感していただけるか、どうお考えか、お聞かせい

ただきます。 

   〔伊藤 隆健康福祉部長登壇〕 

○健康福祉部長（伊藤 隆） 高齢者対策について御質問をいただきました。 

 まず、本県の高齢者の状況でございますけれども、本県の人口は平成17年

の187万人をピークに減少に転じていく一方、65歳以上の高齢者の数は年々
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増加しており、平成26年10月時点で49万人であったものが、団塊の世代が75

歳以上となる10年後の平成37年には53万人に達する見込みであり、議員御指

摘でございましたけれども、人口の３分の１は高齢者という超高齢社会を迎

えようとしております。 

 お話もございました県内の認知症高齢者の数でございますけれども、これ

は平成22年で４万2000人というところが、平成37年には６万8000人になると

いうふうに推計をされております。高齢化の進展に伴いまして、認知症の高

齢者の増大も予想されておるところでございます。 

 高齢者の増加に伴う福祉・介護ニーズ、これは今後ますます拡大していく

と、そういったことに伴う様々な課題も生じてまいりますが、逆に、元気な

高齢者の健康の保持、あるいは生きがいづくりというのが喫緊の課題という

ふうになっていると思っております。 

 働き盛りの生産年齢人口の減少というのは、介護の人材不足のこともそう

でございますけれども、何よりも消費需要の減少による経済の低迷、あるい

は担い手不足による社会の活力低下というのが懸念されておりまして、私と

しても重大な課題であると認識しております。 

 このような中、元気な高齢者の力をどのように生かしていくのか、生かさ

せていただくのかと、非常に重要な課題であるというふうに認識しておりま

して、知識も経験も豊富な高齢者が社会の担い手として活躍していただくと

いうことは社会の活力維持に不可欠であるとともに、社会参加や社会的な役

割を持っていただくことは高齢者自身の生きがいや介護予防にもつながると

いうふうに考えております。 

 議員のいろいろ御懸念の部分、全てに応えるものではございませんけれど

も、平成26年度に策定いたしました三重県高齢者福祉計画でありますところ

のみえ高齢者元気・かがやきプラン、そちらのほうでも、高齢者の安心確保、

生きがい対策の推進というのを施策展開の大きな柱の一つというふうに位置

づけておるところでございまして、御指摘いただきましたようなことを問題

意識を持ちながら取組を充実させていきたいというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

   〔15番 吉川 新議員登壇〕 

○15番（吉川 新） ありがとうございました。 

 実は私も、高齢者対策は大事ですね。このことについては同じ土俵で考え

ていただいておるというふうに理解をさせていただきます。 

 ところが、私、この元気老人対策、やらなあかんなと思いながら、県の政

策として具体的にどうするのかというときに、多くのサービスが市町におり

ているような状況かなと思っておりまして、その辺が、政策につなげるのが

非常に困難だなと、こう思ったわけでございます。 

 それで、つらつらと、広義の公の業務、企画分野であるとか、公共事業の

担い手としての新たな発注形式とか、あるいは生涯教育の分野での仕組みと

しての担い手になっていただくとか、県の情報収集やら整理やら分析の担い

手とか、学校外での教育の担い手の仕組み化とか、いろんなことが考えられ

ます。しかし、どれも政策というと、断片的には既にやられているよとかい

うこともございまして、難しい問題だと思っております。 

 ふっと、こう思ったんですけれども、今日もサミットの話が出ましたが、

三重県中の元気な高齢者が伊勢志摩磨き、草刈りかどうかは別にして整備に、

全部自主的に伊勢志摩磨きができるとすれば、これは外国のトップレディー

の皆さんにも感動を与えるムーブメントかなとか、ちょっと思いました。 

 ただ、今まで、高齢者対策をしてあげる、していかなければならない、こ

ういう視点から、今の状況を見ておると、あの能力やらスキルを活用させて

いただきたい、お願いするという視点の環境整備、そんな視点が要るのかな、

こういうようなことを思いつつ、そのようなことを述べさせていただいて、

要望も含めまして質問にかえさせていただきます。 

 どうも御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（中村進一） 暫時休憩いたします。 
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午後０時１分休憩 

                                    

午後１時０分開議 

 

開          議 

○副議長（中森博文） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（中森博文） 県政に対する質問を継続いたします。34番 中嶋年規

議員。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇・拍手〕 

○34番（中嶋年規） 伊勢志摩サミットの開催、主会場となります志摩市選出

の自民党の中嶋年規でございます。 

 今回の開催決定、ちょうど１週間前でございまして、私もちょうど東京へ

行っていたときで、今日発表があるかもしれないということで、急遽志摩の

ほうへ戻りまして、ぎりぎりくす玉割りとか万歳三唱とか間に合って、余計

な話なんですけれども、その後、私が選挙で当選したぐらい、あるいはそれ

以上のメッセージ、お祝いメッセージを、メールや電話、それからメッセー

ジ、様々いただきまして、本当にそれが、先ほど吉川議員のお話にもありま

したけれども、アメリカからも来るわ、上海からも来るわということで、本

当に世界から注目されているサミットだなということを肌で感じておるとこ

ろでございます。 

 しかし、決定から１週間たちまして、祝賀ムードもそろそろ終わりにし

て、来年の成功に向けてしっかりと取り組んでいきたい、そんな思いで今日

は質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 この決定というのが、午前の議論にもありましたが、伊勢志摩国立公園の

指定70周年、さらに、また、三重県政を見ますと、三重県政が施行されて

140周年という節目となる平成28年に開催となるわけでございまして、そう
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いう意味では三重県として歴史に残る一つの取組になるというふうに思って

おるところでございます。県民とともに、知事がよくおっしゃっていらっ

しゃる協創の理念のもと、地方創生を実現する絶好の機会であるかなという

ふうにも思っておるところでございます。 

 そこで、早速お伺いをしたいんですけれども、昨日も安倍総理との面談も

していただきました。また、先般は、ドイツのエルマウで行われましたＧ７

サミット、ここでも、視察、２名の優秀な職員の方を送っていただいた。こ

ういったことも踏まえて、今回の伊勢志摩サミットにかける知事の思いとい

うものを改めてお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 また、加えて、県警本部長のほうにお伺いしたいんですが、テロの対策を

はじめとした警備面での取組、詳細についてはまだまだと思いますが、これ

も意気込み的なところで結構でございますので、どのように進められようと

しているのか、そのお考え方をお聞かせいただきたいというふうに思いま

す。お願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 伊勢志摩サミットに向けての思いということでございま

す。 

 ６月８日、ドイツ、シュロス・エルマウでのサミット後の記者会見におい

て安倍総理が来年の伊勢志摩でのサミット開催に触れ、「眼下に広がる志摩

の豊かな海は、太平洋からインド洋にまでつながっています。アジアやアフ

リカのたくさんの国々の思いを胸に、日本は議長国として、世界の平和と繁

栄のため、世界のリーダーたちと率直に話し合いたいと思います。さらに、

せっかくの機会でもありますので、伊勢神宮をはじめ、日本の伝統や文化、

美しい自然を存分に味わっていただきたい。日本のふるさとのすばらしさを

世界に発信する機会にしてまいりたいと考えています。」と述べられました。 

 私は、安倍総理が述べられたとおり、まさに三重県伊勢志摩地域は、日本

を代表する心のふるさととして、自信を持って世界に発信していくことがで

きる地域であると確信しています。サミットの開催は、伊勢神宮や海女文
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化、英虞湾といった日本を代表する伝統や文化、美しい自然を地域の皆さん

とともに世界に発信し、将来へと引き継いでいく絶好の機会です。 

 さらに、サミットが開催される来年は、戦後初の国立公園である伊勢志摩

国立公園指定70周年でもあります。 

 この機会を逃さず、県民の皆様がアクティブ・シチズンとしてサミットに

関連した取組に主体的に参画していただき、まさに協創の取組を行っていく

ことで、幸福実感日本一の三重を実現していきたいと考えております。 

 まさに、先日中嶋議員から御紹介いただいた、サミットなどにもかかわっ

たブッシュ元大統領の元補佐官の方からも、現地の人が当事者意識を持って

やっていこうということや、オープンとセキュリティーのバランス、こうい

うものによって県民の皆さんの関与も増やす余地というのも大事だというこ

とをおっしゃっていただきました。 

 そういうことで、１人でも多くの県民の皆さんの協力を得て、その方々が

自信と誇りを持っていただける、そんなサミットにできるように取り組んで

いきたいと思います。 

   〔大賀眞一警察本部長登壇〕 

○警察本部長（大賀眞一） テロ対策をはじめとする警備面での取組について

答弁いたします。 

 現在の情勢でありますけれども、主要国首脳会議、サミットは、国際テロ

組織や反Ｇ７等を掲げる勢力にとって、その存在をアピールする絶好の機会

となり得るというところでございます。 

 最近の国際テロ情勢は御案内のとおり、シリアにおける邦人殺害テロ事件

の発生などに見られるように、その緊迫の度を増しております。 

 また、反Ｇ７等を掲げる勢力は、北海道洞爺湖サミットの場合と同様、反

対行動に取り組むものと見られます。 

 さらに、小型無人機、いわゆるドローンでございますが、そのほかに、サ

イバー攻撃、こういったものへの対処など、サミットを取り巻く情勢は極め

て厳しいものがあろうと、このように認識しております。 
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 このような情勢を踏まえまして、県警察といたしましては、各国首脳の身

辺の安全確保と会議の円滑な進行に支障が生じることのないよう、身辺警護

をはじめとし、会議場、そしてその周辺における警戒警備等の警備諸対策

を、地域住民の方々、そして県民の方々の御理解と御協力を得ながら的確に

推進して警備の万全を期すと、こういう方針のもとで関係機関と連携を図り

ながら所要の措置を講じて、警察としてもサミットの成功に寄与してまいり

たいと、このように考えております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） それぞれ御答弁ありがとうございました。 

 知事がおっしゃっていただいたように三重県としてのメッセージを明確に

して、単なる国の後追いではなくて三重県も主体的にこの取組をぜひ進めて

いただきたいというふうに思いますし、三重県警のほうには警備の面で、セ

キュリティーと、知事からちょっとおっしゃっていただいたオープンネスと

いうんですかね、そのバランスというのは非常に難しいと思うんですが、さ

すが三重県警だとおっしゃっていただけるような完璧な警備を期待しており

ますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 今回の決定というのは本当に、我々志摩に住む者はもちろんですけれど

も、三重県や三重県にゆかりのある方々にとっても大いなる自信、それから

誇りをいただけたと思っています。これを大事にしながら、まさに地方創生

の成功モデルに昇華していくためにともに頑張っていきたいなと思うところ

でありまして、そうした観点も踏まえ、幾つか細かな提案も含めてお伺いを

したいというふうに思います。 

 これから私が提案することというのは、まだまだスタートしたばっかりで

ございますので、検討中であるとか、研究課題であるとか、そういう答弁で

も全然構いませんけれども、とにかく種はここでまかせていただきますの

で、それは日本一大きく開花していただくように、世界一大きく開花してい

ただくように頑張っていただくという前提で質問させていただきたいという

ふうに思います。 
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 千載一遇のチャンスを生かすためにというタイトルで、まず、北海道の経

済産業局が、北海道洞爺湖サミットの開催から半年後となります平成21年３

月に、北海道の観光産業のグローバル化促進調査というものを取りまとめま

した。この中で、平成12年開催の九州・沖縄サミットとともに、地元でのヒ

アリングをもとにしましてサミット開催の成果と課題を整理しております。

それをちょっとまとめたのがありますのでごらんいただきたいと思います。 

 （パネルを示す）まずは九州・沖縄サミットなんですが、ここで、観光の

対象となる魅力、それから、実際の来訪を担う移動・滞在、観光客と地域と

をつなぐ情報収集・発信、実際に観光振興を担う人・組織の四つに分けて、

それぞれサミットの開催によって、できたこと、できなかったことを分析し

ております。 

 九州・沖縄サミットで見ますと、例えば魅力の面でいきますと、ネットの

検察エンジンにおけるサミット効果が今でもまだ持続していると、そういう

ことができたことなんだけれども、高級感を売りにしたツーリズムの確立は

なかなかできていない。 

 移動・滞在で見ますと、英語対応の充実はできたけれども、クレジット

カードの利用だとか外貨両替などの金融インフラの充実というものが十分に

はできていない。 

 例えば情報収集・発信におきますと、発信情報の多言語化はできたけれど

も、インバウンド客の顧客情報の、例えば年齢、目的、同行者等に関するよ

うな顧客情報の把握というものまではできなかった。 

 人・組織でいきますと、自信が皆さん持てた、花・緑化運動というものが

九州・沖縄サミットのほうでも進んだということができたということで挙げ

られております。一方で、全県レベルでのＭＩＣＥの対応はできていない。

ＭＩＣＥについては後ほど御説明をしたいというふうに思います。 

 これが九州・沖縄サミットの分析結果です。 

 次に、北海道洞爺湖サミットの分析結果をごらんいただきたいというふう

に思います。 
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 （パネルを示す）魅力の面でいきますと、知名度の向上とその継続ができ

ている。一方で、欧米系の外国人観光客への対応というものはできていな

かった。 

 移動・滞在については、外国語の対応能力の向上は図られたものの、ここ

でも外貨両替の充実というものについては十分にはできなかったという分析

になっております。 

 情報収集・発信においては、発信情報の多言語化ができたものの、Ｗｉ－Ｆｉ

環境の整備というものができなかったという分析。 

 また、人・組織においては、地域の宿泊施設の経営が安定したというプラ

ス面があるものの、ＭＩＣＥ対応可能な人材育成までは進んでいないという

ふうな結果でございます。 

 世界から注目を集める舞台、まさに百年に一度しかないかもしれないこの

千載一遇のチャンスを生かすために、これから幾つか提案を交えてお伺いし

たいというふうに思います。 

 まず、１点目でございますが、Ｗｉ－Ｆｉの話でございます。フリー

Ｗｉ－Ｆｉ、これが、伊勢志摩エリア全域で、どこでも簡単に利用できるよ

う整備するべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 これは、三重県経営戦略会議で宮﨑本店の宮﨑社長が常々、三重県全域と

いうふうに社長はおっしゃっていらっしゃいますが、どこでも、難しいパス

ワードを入力したりとかメールアドレスを送ったりとかしなくてもいいよう

に、利用規約に同意するだけで簡単に接続できる、一方で、一定のやっぱり

通信制限をかける、そういった仕組みというものを導入してはどうかという

お話を常々されていらっしゃいます。まさに賛同するところでございまし

て、少なくとも伊勢志摩エリア全域で、単なる主会場のホテルだけだとか、

プレスが集まる場所だけだとかではなくて、その後のツーリストのことも考

えた上での伊勢志摩全域でＷｉ－Ｆｉがフリーでアクセスできる、そういう

環境整備をしてはどうかなということをお伺いしたいというふうに思いま

す。 
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 当然その通信履歴というのはビッグデータとして後々活用できることも必

要でしょうし、また、サミットのロゴマークを利用した、ここでＷｉ－Ｆｉ

を使えるんですよというものも残していく必要もあろうかと思いますが、そ

ういった細かいことは別としても、フリーＷｉ－Ｆｉを伊勢志摩全域で整備

してはどうかということについてのお考え方を伺いしたいのが１点。 

 もう１点は、配偶者プログラムのことについて、先般からの議論でのやり

とりでも県内各地で展開したいという御意向を知事のほうからお示ししてい

ただいておりますけれども、これもやっぱり、本県としての目的、明確な狙

い、こういったものを持ったプログラムというものを提案するべきだと考え

ますが、この２点について、まずお伺いしたいというふうに思います。お願

いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） ２点御質問のうちのフリーＷｉ－Ｆｉの整備の点につい

て私のほうから答弁をいたします。 

 ＦＩＴ、つまり個人とかの旅行の比率が高まっていますし、訪日外国人が

滞在中にあると便利な情報というのの１位が無料Ｗｉ－Ｆｉというふうに言

われていますとおり、Ｗｉ－Ｆｉの普及というのは大変重要なところであり

ます。 

 県としてはこれまで、平成24年度から26年度、外国人が観光案内所等にお

いて無料で利用できるＦｒｅｅＷｉＦｉ－ＭＩＥの導入を図るため、合わせ

て78カ所の整備支援を行ってきました。これは、伊勢志摩地域を中心に、特

に内宮・外宮周辺については面的整備の形で実施したものであり、全78カ所

のうち65カ所が伊勢志摩地域において行ったものであります。 

 しかしながら、昨今の外国人旅行者の増加を踏まえ、さらなる支援を求め

る御意見もあるため、国の交付金を活用した海外誘客推進プロジェクト事業

において無料公衆無線ＬＡＮに係る支援制度を今年度も実施することとして

おり、三重県観光キャンペーンのみえ旅案内所及びみえ旅おもてなし施設を

対象に整備支援する方向で現在助成制度を設計中であり、間もなく募集を開
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始したいと考えております。 

 また、こういう県からの直接支援だけではやっぱり間に合いませんので、あ

らゆる手段を講じようという意味で、民設民営方式でＦｒｅｅＷｉＦｉ－ＭＩＥ

のアクセスポイントを設置運営していただくプロジェクトも始めました。こ

れを民設民営でやるのは、愛媛県に次いで、三重県が２番目だと聞いていま

す。 

 ３月に事業者の募集を開始し、既に３社に御協力の申し込みをいただき、

現在400カ所程度の整備が進められています。うち、ＮＴＴは１年間で1000

カ所は整備したいとおっしゃっていただいておりますし、他社にもそれぞれ

同規模を期待したいと思います。その地域の集積度合いなどについてはこの

民間事業者の皆さんともよく相談をしながら進めていきたいというふうに考

えております。 

   〔西城昭二雇用経済部みえ伊勢志摩サミット推進局長登壇〕 

○雇用経済部みえ伊勢志摩サミット推進局長（西城昭二） 私から、配偶者プ

ログラムについてお答えをいたします。 

 サミットの開催期間中に関連事業として実施されます配偶者プログラムに

つきましては、本県の美しい自然や豊かな伝統文化、食材、あるいはすぐれ

た産業技術などに触れ、体感していただく絶好の機会であり、本県の魅力を

余すところなくお伝えできるようなものとしていくことが必要だと考えてお

ります。 

 プログラムの内容につきましては、例えば北海道洞爺湖サミットでは、北

海道の食材が出展、展示されました北のまるしぇを視察し、果物や菓子など

を御試食いただきながら地元の関係者の方々と親しく交流をしていただきま

したように、セキュリティーの課題はありますものの、県民の方々とふれあ

える機会を県民事業としてつくってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、サミット開催地であります伊勢志摩地域だけでなく、例えばいつき

のみや歴史体験館でありますとか、ものづくりの最先端技術の現場など、限
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られた日程の中ではありますが、可能な限り県内各地を回っていただけるよ

うな提案を国に対して行ってまいりたいというふうに考えております。 

 これら配偶者プログラムにつきましては、国内外のマスコミの方々にも同

行いただきまして、取材を通じて全世界へ三重県の魅力を発信していってい

ただきたいというふうに考えております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） Ｗｉ－Ｆｉについてはぜひともそういう民間の力もかり

ながらやっていただきたいと思うんですが、どうしてもキャリアのそういう

通信事業者が入ってきますと、それぞれ方式が違うというところの難点が出

ようかと思いますので、そこの調整をできるだけ図っていただいて、本当に

簡易に接続しやすいシステムというのをつくっていただきたいというふうに

思います。 

 ちなみに賢島においては、地元の商店街の皆さんの御努力で早くからフ

リーＷｉ－Ｆｉを地域としては入れていただいておりますので、そこの取組

もぜひバージョンアップできるような形での御支援もお願いしたいというふ

うに思います。 

 配偶者プログラムについて、いみじくも今、いつきのみや体験館のお話が

出たんですけれども、先般、斎王まつり、私どもも行かせていただきまし

た。あそこで中井町長等ともお話をしている中でこの場所ってやっぱり配偶

者プログラムにいいですねと言ったらにこにこっと笑っていましたので、そ

ういうこともぜひ御配慮いただきたいなと思うところでございます。 

 ちょっと、ここでもう一個、再質問なんですが、私、平成19年からこれま

で３度ほど質問させてきてもらっている、阪神なんば線を利用した、神戸三

宮から賢島までの直通特急の実現というものを、昨年３月ですけれども、団

体旅行用の臨時列車として実現をしていただいたところであります。これを

通常運転、定期運行の直通特急をぜひお願いしたいということをお願いして

いる中で、なかなか需要がそこまであるのかなというお話があったりだと

か、運賃体系の問題があるとか、そういう課題があるんだよねということ
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で、引き続き働きかけていきますという御答弁をいただいているところでは

あるんですが、サミット会場としての知名度向上というこの絶好の機会を捉

えて、改めて近鉄、そして阪神のほうにも、通常運転、直通特急、この働き

かけを協力していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○雇用経済部観光局長（田中 功） 阪神なんば線を利用した鉄道アクセスで

ございますけれども、阪神三宮駅から近鉄賢島駅への特急電車直通運転早期

実現に向け、これまで近鉄に対し、懇談会等の機会を捉え要望を続けてきた

ところでございます。 

 その結果としまして、平成26年３月22日から特急車両を利用した団体臨時

列車の直通運行が実現し、現在も阪神沿線から、鳥羽水族館であるとか神宮

奉納全国花火大会へのツアー募集が行われているところでございます。 

 伊勢志摩サミットの開催の決定によりまして伊勢志摩の注目度が飛躍的に

高まるこの機会を捉え、阪神三宮駅から近鉄賢島駅への特急直通運転の早期

実現を働きかけるとともに、伊勢志摩観光コンベンション機構等関係機関と

連携し、阪神沿線からのさらなる誘客に努めてまいります。 

 以上でございます。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） よろしくお願いいたします。絶好のチャンスでございま

すので、しっかり阪神のほうにも働きかけをお願いしたいというふうに思い

ます。 

 千載一遇のチャンスを生かすためということの一環で、情報発信の取組に

ついてもお伺いしたいというふうに思います。 

 先ほど西城みえ伊勢志摩サミット推進局長のほうからも、国内外へそうい

う情報発信をしていくというお話もあったんですが、改めて、県内、国内、

海外、こういったエリア別の情報発信の取組、どういう方針でいこうと考え

ていらっしゃるのか。 

 また、マスメディアを使うとか、ポスターなどの印刷物を使うだとか、も

ちろんネットを使うだとか、こういう手段別、こういう広報のベストミック
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スをどういうふうにとっていこうと考えていらっしゃるのか。 

 また、サミット開催のときに、当然各国のプレスは本体会議のほうに集中

をするわけでありますけれども、それ以外の取材の機会だとか素材というも

のを、より積極的に提供していってはどうかということも考えております

が、それに対する考え。その一環として、プレスの皆さんに三重県のこの豊

かな食を提供する機会、こういったものも設けてはどうかと思いますが、御

答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○戦略企画部長（竹内 望） 情報発信の点なんですけれども、御指摘いただ

きましたようにサミット開催というのは、三重県の知名度向上、あるいは魅

力発信の観点から、本当に千載一遇のチャンスであるというふうに考えてお

ります。 

 サミットそのものはもとよりですけれども、ジュニアサミットなどの様々

な関連行事、あるいは国内外メディアのプレスツアーなど、今後具体化をし

ていきます様々な機会を捉えまして、自然であるとか、歴史、文化、食、あ

るいは産業も含めた、そういった三重県のよさを広く発信したいと、あらゆ

る広報手段を使って効果的な発信に取り組んでいきたいなというふうに思っ

ています。 

 発信に当たっては、ターゲットの明確化、それから、メディアのベスト

ミックス、これは非常に重要な視点だと思っていますので、最大の効果が得

られるように、その辺は工夫をしていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 具体的な取組につきましては、新しく設置がされますみえ伊勢志摩サミッ

ト県民会議、仮称ですけれども、こういった場で御意見を伺いながら、官民

一体となって効果的で質の高い情報発信に取り組んでいくようにしてまいり

たいと思います。 

 以上です。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） そこは、プロの意見もぜひ取り入れていただきながら進



－337－ 

めていただきたいというふうに思います。 

 一見、例えば、すごく忍者って海外的にも人気があって、その忍者が、例

えばてこね寿司をつくっているとか、そういうのはおもしろいかもしれない

んですけれども、誤った情報を提供してしまうことにもなるんですよね。そ

んなようなことのないような、正しい情報を効果的に出していただくような

取組をぜひしていただきたいというふうに思います。 

 情報発信ということでは、ちょっと角度が違うんですけれども、鵜方駅っ

てあるんですよね、私の住んでいるところ。伊勢市駅があって鳥羽駅があっ

て鵜方駅なんですよ。これを志摩市駅という名前に、せっかくこの機会です

ので、変更したらどうかということを、実は10年前に合併したときから

ちょっと思っていたんですが、志摩市とともに、これ、近鉄に働きかけると

いうようなことはいかがでしょうか。もし御所見があればお答えいただきた

いと思います。 

○地域連携部長（福田圭司） 鉄道駅の名称を変更する場合には、もう御承知

のことかもしれませんけれども、鉄道事業者、近鉄のほうから、鉄道事業法

の規定に基づいた変更届を国のほうに提出することになります。 

 また、駅の名称変更におきましては、駅看板や時刻表の修正をはじめ、列

車運行上の必要なシステムの改修などに要する様々な経費が発生するという

ことが予想されます。 

 地元の要請による駅名変更の前例では、要請を行った地元市町に対し経費

の全額負担が求められたと聞いておるところでございます。 

 鵜方駅の名称変更、志摩市駅に変更することについて、経費負担を含めま

して、関係者、地元を含めまして合意形成がなされた際には、県のほうも積

極的に近鉄に働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 近鉄にとっても悪い話じゃないというふうに、他者的に

は思いますので、県としては表立って、先頭に立ってということは私も求め

ませんけれども、いろんな形でのサジェスチョンというか、アドバイスと言
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うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、そういう立場での取組をしていた

だければなという思いで聞かせていただきました。 

 さらに再質問で恐縮なんですが、県民会議のお話が出ております。その県

民会議にどういった意見を集約していくかということについて、今、私みた

いなところにも、ああしたらどうだ、こうしたらどうだということが、市民

の方からはもちろんですけれども、三重県にゆかりのある方だとか、本当に

フェイスブックのお友達とかからもばんばんいただいている状況でございま

して、やっぱり、今のこのタイミングに、伊勢志摩サミットの成功に向け

て、加えて地方創生という観点も含めて、いろんなアイデアを様々なところ

から集めて、募集をして、その県民会議で議論していただくという取組をぜ

ひしていただいてはどうかなと。その提案の幾つかで生きるものがあれば、

三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）へも、すぐとは言いませ

ん、この９月とは言いませんが、見直していく中で反映させていくとか、そ

ういったことも考えていってはどうかと思いますが、御所見があればお願い

したいというふうに思います。 

○雇用経済部みえ伊勢志摩サミット推進局長（西城昭二） 御提案、御意見を

いただく場といたしまして、これから設立いたします県民会議に加えまし

て、現在既に、首都圏、関西圏の方々を中心に本県の情報発信等に御協力を

いただいております三重の応援団や県人会など、県外の様々なネットワーク

も活用させていただいて、アイデア、御意見をいただいてまいりたいと考え

ております。 

 また、北海道洞爺湖サミットの場合も、県内外の企業、団体などから協

賛・応援事業に関する提案を募集されておりまして、協賛で168団体ほど、

応援で68団体ほど提案があったと記録誌には記載されております。 

 こういった取組はプロセス自体も重要な情報発信の機会になるだろうとい

うふうに考えておりますので、県内外の関係者の方々の力を結集して、サ

ミットの成功と開催後の本県の活性化につながりますよう取り組んでいきた

いと考えております。 
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 また、これらの取組を通じていただきましたすぐれた御意見、アイデアの

うち、今後の地域活性化につながるような事業、取組につきましては、サ

ミットを一過性のものとしないためにも、御提案いただきましたように、三

重県まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）に反映できる段階で反映して

まいりたいと考えております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） ぜひよろしくお願いしたいと思います。特にスタート

ダッシュが大事だと思いますので、早くからの取組をぜひお願いしたいとい

うふうに思います。 

 それでは、次の項目へ移らせていただきます。 

 ３項目めでございますが、開催に当たっての規制ということでお聞かせい

ただきたいというふうに思います。 

 ５月18日の知事のぶら下がり会見におきまして、小型無人飛行機、いわゆ

るドローンの飛行を規制する独自条例の検討を担当部局に指示したと、エリ

アを指定し、時限的になるだろうというふうな記事が掲載されております。 

 こうした新たな規制も含め、３点お伺いしたいというふうに思います。 

 １点目は、今回検討している規制対象、ドローンのほか、例えばアドバ

ルーンだとか、たこだとかラジコン、農薬散布用ヘリ、こんなものも含めて

考えていくのか。また、その規制をかける期間というのは、知事は時限的と

いう言い方をされていらっしゃるんですが、そのあたりの考え方があればお

聞かせいただきたいというのが１点目でございます。 

 ２点目は、これ、多くの市民の方が危惧しておるところでございますが、

道路規制とか電車の運行規制、本当にこれは日常生活に大きな影響を与える

ところであります。いち早く、志摩市民はもちろん、観光地でございますの

で、広く国民に、今日はこういう道路規制があるよ、今日はこういう運行規

制があるよということをいち早く周知するべきだと考えますが、それについ

ての考え方をお聞かせいただきたい。 

 ３点目は、主会場となる英虞湾というのは、真珠、ノリといった養殖産業
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はもちろんですけれども、沿岸漁業、それから釣り船、こういった海面を利

用する漁業者の非常に重要な場所でもあります。こういった皆さんの協力も

求めていかなければならないという中で、できる限り漁業や釣り船などに支

障のないようにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。お考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

   〔西城昭二雇用経済部みえ伊勢志摩サミット推進局長登壇〕 

○雇用経済部みえ伊勢志摩サミット推進局長（西城昭二） サミット開催に当

たりましての規制について３点御質問いただきました。一括してお答えをさ

せていただきます。 

 まず、小型無人機、いわゆるドローンの規制につきましては、国会におい

て議員立法による法案審議等が検討されているところでございます。サミッ

ト関係施設への規制につきましては、検討されている法案によりある程度規

制されるものとは考えておりますけれども、規制が及ばない施設等につきま

しては県での条例を制定する必要があると考えております。 

 内容につきましては今後、関係機関と協議を重ね検討してまいりますけれ

ども、規制の対象といたしましては、遠隔操作または自動操縦により飛行さ

せることができる小型の無人機というふうに認識をしております。 

 次に、道路規制等でございます。 

 サミットの開催中はもとより、その前後も含めまして、各国首脳の安全確

保のためにはある程度の道路規制や鉄道の運行規制は避けられないものと考

えております。 

 しかしながら、規制の実施に当たりましては、警察本部など関係機関とも

連携をいたしまして、市民生活にも配慮したサミットとなるよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

 また、現段階では開催期日もまだ決定されておりませんので規制の内容等

も明らかではございませんけれども、市民の皆様への周知につきましても、

その方法も含め、できるだけ早くお伝えできるように努力したいと考えてお

ります。 
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 さらに、御指摘いただきました英虞湾での漁業操業につきましても、可能

な限り操業等に影響が出ないように、関係機関などと連携をし対応してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 飛行物については、たこやアドバルーンは対象にならな

いということは理解できました。 

 県独自の規制をしなきゃいけない場合に、これがそのサミットのときだけ

というのではなくて、やっぱり恒久的な条例としての検討もしていただきた

いというふうに思います。 

 ただ、その際には、もう24時間365日絶対ドローンは飛ばしちゃだめよと

かというのではなく、例えばこの期間だけはだめだとか、この期間はだめだ

けれども罰則はないよとか、こういう柔軟な運用ができるような、そういう

条例も可能かどうか、ぜひ研究していただきたいというふうに思います。 

 それから、交通規制、それから英虞湾での漁業の操業規制ということにつ

いて、今の段階では丁寧な対応をしていただけるというふうな御答弁をいた

だいたところでありますが、実際、開催が近づいてくるともう規制するのが

当たり前みたいな感じにどうしてもなりがちだと思いますので、ぜひ、今、

御答弁いただいた気持ちを忘れずに、丁寧な御対応をお願いしたいというふ

うに思います。 

 それでは、４項目めに行かせていただきます。 

 ポストサミットをにらんでということで、たびたびこのサミット絡みの話

でありますように、一過性のものに終わらすことなくポストサミットをにら

んだ形での取組というものも、やはりこの段階からスタートさせるべきだと

いうふうに思っております。それについて４点ほどお聞かせいただきたいと

思います。 

 まず、２点。 

 １点目は、10年後の平成37年、2025年には山口祭が始まって、平成45年、
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2033年の第63回式年遷宮に向けた諸行事が始まるわけでございます。この20

年後の式年遷宮について、日本だけではなく国際的にも注目される行事へと

高めていただき、伊勢神宮、伊勢志摩、三重県が世界から注目されるスポッ

トとなるような、気概と夢のある国際戦略に果敢に今からチャレンジしてい

ただきたいということを、私のほうから平成25年３月、まさに式年遷宮の年

に知事のほうにお伺いさせていただきました。 

 これに対しまして、世界からしっかりと認知され、崇敬され、注目される

場所、そしてそれが存在する三重県、日本になれたらという思いを持ってい

る、そのために、三重県や伊勢志摩地域全体を訪れた方が魅力を感じていた

だける地域にする体制整備、人々のおもてなしの向上などを行うことが必要

であり、そういう活動を通じて今後のグローバル社会の中で三重県という地

域が存在感を発揮し、持続的な発展につながっていくと考えておりますとい

う知事の答弁をいただきました。 

 今、まさに今回の伊勢志摩サミットは、次の式年遷宮を、グローバル社会

を見据えた取組として高めていく絶好の機会だと考えますが、いかがでしょ

うか。 

 もう１点、政府が今、観光立国として進めようとしている、先ほど出まし

たＭＩＣＥ、それから統合型リゾートの取組へ発展させていくことを狙って

はどうかということを御質問したいというふうに思います。 

 ここでちょっと、ＭＩＣＥの説明を簡単にさせていただきますけれども、

（パネルを示す）ＭＩＣＥというのはＭ、Ｉ、Ｃ、Ｅということで、それは

頭文字をとって、ミーティング、会議とか研修、企業主催のセミナー、それ

から、インセンティブというのは企業が主催の旅行でございまして、この間

も中国企業がフランスに6400人もの従業員を連れていった、これはまさにイ

ンセンティブの例であります。それから、Ｃはコンファレンス、国際会議、

大会、学会、それから、ＥはエキシビションとかイベントのＥなんですが、

まさに読んで字のごとく、見本市だとかイベント、フェスティバル。こう

いった多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントを総称してＭＩＣＥと
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いうふうな言い方をしておりまして、サミット開催地のブランド力を持続的

に活用しながら、このＭＩＣＥの取組を進めていってはどうかということを

お聞かせいただきたいと思います。 

 続いて、次の資料ですが、(パネルを示す)ＩＲ、インテグレーテッドリ

ゾート、英語がいっぱい出てくるんですが、これを日本語で言うと統合型リ

ゾートということで、カジノがよく取り沙汰されるんですけれども、この

ＩＲ、統合型リゾートの中には、先ほど説明したＭＩＣＥの施設とともに、

テーマパークだとかショッピングモールだとか劇場、温泉など、行ってみた

い施設、様々な遊びや体験ができる、たくさんの人が集う、楽しめる複合的

な集客観光施設、こういったものを総称してＩＲ、統合型リゾートというふ

うな言われ方をしております。 

 本年の４月にも、統合型リゾート施設整備推進法案というものが議員立法

で衆議院へ再提出されておるところであります。 

 こうした複合的要素を有した統合型リゾート地への発展を、この伊勢志摩

地域、目指していってはどうかということでございます。 

 もう一つ資料をごらんいただきたいんですが、（パネルを示す）こちらは

広域観光組織、ＤＭＯ、またこれも片仮名なんですが、これは政府の産業競

争力会議が本年５月に提案しております。民間主体で観光地経営の視点を

持った観光地域づくりの推進主体として観光地域づくり推進法人をつくって

はどうかというふうな提案でございまして、今ございます伊勢志摩観光コン

ベンション機構、これをベースに、より民の力を入れてマーケット志向の組

織として設立して、先ほど説明したＭＩＣＥだとかＩＲの推進主体として

いってはどうかというふうな御提案でございます。 

 改めて、質問を２点申し上げます。 

 グローバル社会の中で選ばれる三重県、伊勢志摩となるよう、ポストサ

ミットを見据えて、平成45年の第63回式年遷宮に向けてグローバル化を視野

に取り組んでいく絶好の機会だと捉えますが、いかがでしょうか。 

 また、観光地域づくり推進法人を設立し、ＭＩＣＥ、それから統合型リ
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ゾートを有する魅力ある観光地へと発展させていくことを狙ってはどうか。 

 この２点について、御所見をお伺いしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 私のほうから２点答弁させていただきます。 

 １点目は、第63回神宮式年遷宮、グローバル化を視野に進める絶好の機会

と考えるがどうかという点でございます。 

 平成25年３月の一般質問にて中嶋議員に答弁させていただいたとおり、次

回遷宮を日本の方々だけでなく世界の方々に来ていただくものにしたいと申

し上げた思いは、いささかも変わることはありません。むしろ、今回のサ

ミット決定や近年のインバウンドの急増等を踏まえ、より強くなっていると

いうのが率直な思いです。 

 伊勢神宮や遷宮行事を中心としてこの地域で育まれてきた精神性は特に、

人種、文化、宗派など、多様な価値観を寛容に受け入れ共生して生きるとい

うものであり、今後の世界の平和や繁栄のために間違いなく重要な視点で

す。そのためにも、繰り返しになりますが、伊勢神宮などが世界から認知さ

れ、崇敬され、注目を集める場所になることが望ましいと考えております。 

 昨日の安倍総理訪問の際にお聞きしたんですが、安倍総理が今回のドイツ

でのサミットの最後に各国首脳に対して伊勢神宮のことを御説明されたこ

と、また、欧州各国のリーダーを中心に、その精神性に大変関心を持ってい

たことなどを聞き、さらに思いを強めているところです。 

 他方、課題もあります。神宮は、訪れれば必ず、その包み込む気に感じる

ものがあり、行けばわかるというのは、まさに私自身もそう思いますし、全

国にリピーターの方々もいらっしゃいますので、まさにそのとおりなんで

す。 

 しかしながら、例えば伊勢神宮や遷宮行事自体の意義やすばらしさを海外

の方々にわかっていただくための伝え方はまだまだ十分でないと感じていま

す。それは、先ほど、くしくも正しく効果的にと中嶋議員がおっしゃったと

おりだと思います。 
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 今後はしっかりとその伝え方を研究し、どのような内容を伝えどのように

発信すればよいのか、検討したいと思います。 

 さらに、その内容を、行政だけでなく多くの県民の皆さんや関係者がある

程度共有する形で説明したり発信することができることも大事だと考えてお

りますので、地元の皆様など知見のある方々とともに検討していきたいと思

います。 

 続いて、ＭＩＣＥ、ＩＲ、ＤＭＯについて答えたいと思います。 

 サミットという世界最高峰の国際会議開催の実績を生かし、国際会議をは

じめ、企業等のミーティング、報奨・研修旅行、文化・スポーツイベント、

展示会、見本市等の誘致に関係機関等と連携して取り組み、さらなる誘客に

つなげていきたいと考えております。 

 伊勢志摩地域では、公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構が４月

１日、伊勢志摩リゾートＭＩＣＥ推進協議会を設立し、ＭＩＣＥ誘致に向け

た取組を進めているところです。 

 統合型リゾート、ＩＲにつきましては、先ほど議員からも御紹介のありま

したＩＲ推進法案の状況や、ＩＲに対する国民的な議論を踏まえ、県としま

しても国や他県の動向等の把握に努め研究していきたいと考えております。 

 日本版ＤＭＯにつきましても、今月５日に開催された観光立国推進閣僚会

議で、マーケティングに基づく戦略策定、商品造成等の観光振興の取組を実

施し、観光地経営の視点に立って観光地域づくりの中心となる組織、機能の

確立が示されたところです。国において日本版ＤＭＯ創設に向けて検討が進

められていますので、現在議論されている新型交付金の活用なども視野に、

伊勢志摩観光コンベンション機構も含め、三重県にどのように導入ができる

か、積極的に検討していきたいと考えております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） ポストサミットのことでございますけれども、今の時点

からそういう思いを持って様々な取組もお考えいただきたいということを改

めてお願いしたいというふうに思います。 
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 １点、あと再質問させていただきたいんですが、今、県はみえ食の産業振

興ビジョンというものを検討していただいておる中でございますけれども、

今回のこのサミットをどういうふうに結びつけていこうと考えているのか、

端的に御説明をいただければと思います。 

○雇用経済部長（廣田恵子） 伊勢志摩サミットは、国内外で三重県の食の知

名度を高め、食の魅力を生かした国際観光地として成長する絶好のチャンス

であるため、三重の食の販路拡大と情報発信、そして人材育成に重点的に取

り組んでいきます。 

 サミットに先立って開催するミラノ国際博覧会への出展、それから、サ

ミット後に開催される次の年度の全国菓子大博覧会においても、サミットで

得られた認知向上の成果を生かして、地域の活性化につなげていきたいとい

うふうに考えております。 

 いずれにしろ、食・観光産業におけるホスピタリティーの人材の育成とい

うのが今回のすごい最高峰の目的ですので、それが果たされた後にすばらし

い地域になっているということを目指していきたいというふうに考えており

ます。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 食というのは、食材はもちろんなんですが、それをどう

いうふうに料理するか、どういうふうにそれを見せるか、どういうふうにそ

れをおもてなししてサーブするかという一連のものがあって、食というもの

のブランド価値というものがやっぱりできると思いますので、まさにそこの

ブランド的な部分も含めて、今回のサミットを通じてレベルアップできるよ

うな機会として、それがひいては三重県全体の食関連産業のブランドアッ

プ、振興につながるような取組へとぜひ進めていただきたいというふうに思

います。 

 あと１点、これは質問しようと思ったんですが、時間の関係で申しわけな

いですが要望にとどめさせていただきますけれども、このサミット開催の三

重県ということをぜひ契機に、東京オリンピック・パラリンピックの事前



－347－ 

キャンプ地の誘致に努力していただきたいと思いますし、各種スポーツイベ

ントの県内開催にも、冠をつけることは多分、外務省、許してくれないと思

うんですが、何か知恵を絞って、サミット開催地三重県におけるほにゃらら

大会みたいなやつで、誘致、そういうものを誘致もばんばんやっていただき

たいということをお願いしたいというふうに思います。 

 昨日、知事のほうから安倍首相にこの真珠の襟ピンを渡していただきまし

た、正しい名前は違うかもしれませんが。御木本幸吉翁は世界中の女性の首

に真珠のネックレスをという話をしたんですが、ぜひ知事は、背広を着てい

る方皆さん全員が真珠のこの襟ピンをつけていただくような、そんな取組ま

で広げていただきますことを御期待申し上げまして、サミットの質問をとり

あえず終わらせていただきます。 

 大きく２点目のほうへ入らせていただきます。 

 早期の開花を、伊勢二見鳥羽ラインの無料化ということで、たびたびここ

の議会のほうへ出てきます、この知事の政策集、(現物を示す)これの開花宣

言６のほうにインフラ整備の一環としてこういう記述がございます。伊勢二

見鳥羽ラインの無料化を遅くとも平成32年度には実現、県営サンアリーナ仮

設インター常時開放について関係市町と検討と書いていただいております。 

 私はこれまでこの議会で、三重県道路公社の解散で処分可能な引当金など

と県出資金を活用した早期無料化と常時開放について２度にわたり御提案を

させていただきました。今回、政策集の中で前向きな方針を出していただい

たことを高く評価したいというふうに思いますし、感謝申し上げたいという

ふうに思います。 

 三重県ではこれまでも、平成８年７月に富田山城有料道路を前倒しして無

料化しております。その際には、四日市市、四日市コンビナート企業群、そ

れと三重県が応分の負担をすることで決着し、その際県は、出資金７億330

万円を減額処理の方法で対応をされていらっしゃいます。 

 質問でございますけれども、伊勢志摩サミット開催による観光地としての

総合的な魅力アップ、地方創生を進める地域振興の観点、伊勢市を中心とす



－348－ 

る定住自立圏構想の推進など、伊勢志摩地域の全体最適の視点から、これま

で提案してまいりました三重県道路公社を解散し、その引当金など保有資産

を償還金に充てる会計処理を行い、伊勢二見鳥羽ラインの無料化と県営サン

アリーナ仮設インターの常時開放を、全国菓子大博覧会が開催される平成29

年４月までに前倒しするべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 その際、無料化、インターチェンジ常時開放で最も便益を得ると考えられ

る地元伊勢市、鳥羽市、志摩市には、平成８年４月の富田山城有料道路無料

化も参照しつつ、必要最小限であるものの応分の負担をお願いすることは避

けることができないのではと考えますが、知事の御所見をお伺いしたいとい

うふうに思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 伊勢二見鳥羽ラインの無料化などについて御質問いただ

きました。答弁させていただきます。 

 伊勢二見鳥羽ラインは平成６年４月に供用を開始しており、料金徴収期間

は平成36年４月までの30年間で、国から事業許可を受け三重県道路公社が運

営しています。通行量は、平成25年９月に第二伊勢道路が開通したこともあ

り、式年遷宮後も順調に推移しております。平成26年度は、前年度比約

3.6％、年間約７万5000台の増加となりました。 

 道路建設費の償還は、様々な努力が功を奏し、平成26年度末までに国や地

方公共団体金融機構からの借入金を全て返済し、残りは市中銀行からの借入

金と県出資金となっております。 

 伊勢志摩地域はこれまでも、様々な広域的な交流が活発に行われていま

す。伊勢二見鳥羽ラインに接続する第二伊勢道路の開通により利便性が高ま

り、広域的な交流がさらに促進されてきています。 

 また、平成29年に全国菓子大博覧会、平成30年にインターハイ、平成33年

に国体及び障害者スポーツ大会が開催され、これを契機とする誘客促進や活

性化が期待されています。 

 伊勢二見鳥羽ラインの無料化は、有料道路区間を避けて生活道路へ迂回し
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ている車が減少し、交通の安全性が高まることや、観光に訪れた方の料金支

払いにかかる煩わしさが解消し地域への誘客が促進されるという効果が見込

めます。このため地域から、伊勢二見鳥羽ラインの無料化前倒しを切望する

声がさらに大きくなってきております。 

 このような状況を考慮し、伊勢志摩地域の誘客促進や活性化が地域全体に

広がり今後も継続していくことを目指し、先ほど議員から御紹介いただいた

ような形で私の政策集には記載させていただいたところでございます。 

 今後、大きなイベントがある中、平成32年度よりもさらに前倒しして無料

化することと、あわせて仮設インターを常時開放することについて、伊勢

市、鳥羽市、志摩市など、地域の声を十分に聞いた上で、地域振興や観光振

興の観点も踏まえ、国等との協議に要する期間も勘案しつつ、全国菓子大博

覧会も一つの目安として前向きに検討したいと考えています。 

 また、無料化前倒しに伴う費用負担と仮設インター常時開放に伴う道路整

備についても、３市や道路公社と十分協議を行い検討したいと考えておりま

す。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） この政策集では（現物を示す）遅くとも平成32年度とい

うふうに書いていただいておりますが、先ほどの答弁をいただきまして、全

国菓子大博覧会という平成29年４月というものも一つのメルクマール、目標

年次としてお考えいただき、前向きに検討していただくというふうな政治決

断を聞かせていただきました。ぜひその方向でお願いしたいというふうに思

います。 

 前向きに検討という答弁の実現率は75％でございまして、残りの25％が非

常に心配なんですが、ぜひともこれは実現していただきたい。心から思う次

第であります。 

 地元の３市に一定の負担をお願いしなければならない状況になるやもしれ

ない。そうした中で、もし負担を求める場合に３点お願いしたいことがあり

ます。 
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 一つは、その地元市等が負担するものはもちろん必要最小限であり、公平

な負担であるということ。 

 ２点目は、その支払いをする場合に、特定の年度に集中することなく、各

自治体の財政運営上、過度な負担とならないということ。 

 ３点目は、その負担の財源については、できる限り有利な調達方法を県と

しても御支援いただきたい。 

 この３点に留意していただきながら関係市等と協議を早急に進めていただ

くことをお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の質問に入らせていただきます。 

 この政策集に、（現物を示す）余り書かれていないＩＣＴの活用というこ

とで、開花を目指してほしいということで、ＩＣＴの活用についてお伺いし

ます。 

 まず、政府のＩＴ戦略の流れというものを簡単に確認したいと思います。 

 （パネルを示す）政府は平成13年１月にｅ－Ｊａｐａｎ戦略というものを

策定し、順次内容を改訂してまいりました。 

 平成25年、世界最先端ＩＴ国家創造宣言を踏まえて、電子自治体の取組を

加速するための10の指針を総務省が平成26年３月に公表しております。 

 今回、この10の指針の中から、自治体クラウドの導入加速と、午前中に

吉川議員のほうから御質問がございましたオープンデータの活用の取組につ

いて質問したいというふうに思います。 

 自治体クラウドというのは何なのかということなんですが、これは県や市

町が、情報システムのハードウエアとかソフトウエア、データなどを自らの

庁舎で保有、管理することにかえて、外部のデータセンターにおいて運用管

理し、ネットワーク経由で利用することができるようにする取組で、複数の

市町における情報システムの集約と共同利用も推進するものであります。 

 この自治体クラウドを進めることによって、システム運用経費の削減で

あったりとか業務負担の軽減、業務の標準化を進め事務を効率化、事務の共

同アウトソーシングなどを可能にしたり、災害に強い情報基盤の構築が図ら
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れるということで、国も進めているというところであります。 

 全国では全市町村の60.8％がクラウド化されておりますけれども、三重県

では単独でのクラウド化も含めて43％程度の導入にとどまっております。そ

うした中、青森県、愛知県、広島県などは県が主導して自治体クラウドを推

進しております。 

 マイナンバー制度導入も視野に、県内市町の情報システムのクラウド化、

業務の標準化をより積極的に進めるべきだと考えますが、いかがでしょう

か。これが１点目です。 

 もう１点、オープンデータの活用について。 

 先ほど吉川議員からも御紹介いただいたように、今、三重県のホームペー

ジでオープンデータライブラリーとしてデータは出ております。雇用経済部

もＩＣＴを活用した産業活性化協議会というものを立ち上げていただいて

オープンデータを利用した取組を進めていますが、なかなかビジネス化でき

ていないという見方をさせていただいております。 

 横浜市では、オープンデータを利用した民間からの提案を行政運営やビジ

ネス化をする様々な取組を実施しているところであります。先ほど吉川議員

からの御紹介もあったシステムとかアプリを開発するようなハッカソンとい

う取組だとか、それから、そういったもとのアイデアを出し合うというアイ

デアソンというものをやったり、クラウドファンディングと結びつけたロー

カルグッドヨコハマという地域ビジネスをつくる取組だとか、若い人たちか

らオープンデータを利用した具体的な提案をいただくナレッジコレクション

というものをやっております。 

 福井県や鯖江市の状況を私は知らないんですが、少なくとも横浜市の取組

なども参考に、よりビジネス提案と事業化を強力に進めることが必要ではな

いかと思いますが、御所見をお伺いしたいというふうに思います。 

   〔福田圭司地域連携部長登壇〕 

○地域連携部長（福田圭司） 自治体クラウドの推進についてお答えをさせて

いただきます。 
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 議員御紹介のように、自治体クラウドのメリットにつきましては、ネット

ワーク環境さえあれば情報システムを利用できるというような大きなメリッ

トがあるというのは、各市町を含めまして共通の認識として持っておりま

す。 

 県では、自治体クラウドのいわゆるシステム導入に当たる共同調達につい

て研究をしようということで、平成22年から全市町とともに情報収集を開始

して、翌年にはワーキンググループを設置いたしまして、勉強なり研究を進

めてまいりました。その際、先進視察も行っております。 

 この結果、自治体クラウドの共同調達の意向のあった、29市町のうち19市

町が共同調達の意向がございましたので、さらに深めて１年間検討を行うた

めに検討会を設置いたしました。この中で、具体的な機能要件や、いわゆる

コストメリットについて検討を行ってまいりました。 

 あらゆる方面から検討を行いましたけれども、期待したメリットが得られ

ないでありますとか、標準パッケージとカスタマイズの考え方の各団体での

差もございまして、必要な機能が確保できないといったような機能要求の差

が少しそごが出てくるといったようなことが明らかになりまして、３市が検

討継続、16市町が共同調達を見送る結果となったという状況でございます。 

 その後、その検討を継続するといった３市につきましても具体的な動きが

ございませんものですから、結果として、現時点では自治体クラウドの共同

調達を進めている市町がないという状況になっております。 

 県といたしましては、今後も自治体クラウドについての国の動向を注視い

たしまして、市町に対して情報提供を行っていくとともに、新たに共同調達

を検討したいという意向を示す市町があれば必要な支援を行ってまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） オープンデータの活用についてでございます。 

 今後、オープンデータ、ビッグデータを活用したビジネスモデルの構築に
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ついては、横浜市など先進自治体の取組も参考にしながら、ＩＣＴの協議会

においてアイデアソンなんかを開催しまして若い人たちからも意見を取り入

れ、アイデアを出し合いながら積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 答弁、急いでいただいてありがとうございました。 

 横浜市の御担当の方からお聞きしたのは、オープンデータを活用していた

だくにはやっぱりこちらから、こういう社会的な課題がある、地域課題があ

るということをお示しした上でこんなオープンデータがあるんだけどどうや

ろうかという提案をすると結構食いつきがいいというお話を聞きましたの

で、そういった取組もぜひワーキングの中でも取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。 

 今回、サミットの話を中心に御質問させていただきました。多くの方から

鈴木英敬さんという方は何か持っている人だねという話をよく聞くんです

が、やっぱり持っているだけじゃだめなので、それを実行して実現していく

ということが必要になるかと思いますので、やはり鈴木英敬はやる男だな、

やれる男だなと言っていただけるようなすばらしい成果を残していただきま

すよう頑張っていただきますことを心からお願いと御祈念申し上げまして質

問とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

○副議長（中森博文） ３番 廣 耕太郎議員。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇・拍手〕 

○３番（廣 耕太郎） 新政みえ、伊勢市選出の廣耕太郎でござます。議長の

お許しを得ましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

 私は、この４月に初めて当選をさせていただきました。選挙のときには、

安心・安全なまちづくり、これを公約、いわゆる１丁目１番地の公約としま

して掲げ、そして選挙をして当選をさせていただきました。 

 しかし、その安心・安全といいますといろんな分野があると思うんです

ね。食の問題とか交通事故、犯罪、そして、また、病院とか、そういうこと
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も安心・安全に入ってくると思うんですが、今日、私が挙げさせてもらうの

は、やはり一番怖い、瞬時にして多くの人たちの命を奪ってしまう巨大地震

でございます。今日はこれについて質問をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 私は４年前、３月11日に東日本大震災があったときに、１日でも早く現地

に入りたいなと、そういうふうに思っておったんですが、実は私、その当時

は市議会議員をしておりまして本会議中でございました。なかなか行けず

に、行ったのが１カ月後の４月10日でございました。くしくも鈴木英敬知事

が誕生されたその日に、私は岩手県の山田町というところにボランティアで

入ったわけでございます。 

 そのとき、１カ月たっているから大体、整備というか、まちになっている

のかなと思いきや、片道車で18時間かかっている。そのときは息子と２人で

行ったんですが、行ったら行ったですごい惨状でございまして、道路にはま

だ船とかそんなのが散乱しておりまして、そして、屋根の上にといいます

か、建物の上にはまだ車が乗っているような、そういうふうな状態でござい

ました。これはひどいなと。まちを歩くこともできない。歩くことという

か、ほこりがすごくてゴーグルとマスクをしないとまちを歩けないんです。

これはすごいなと、１カ月たってこの状態か、私はそう思い、一旦伊勢へ帰

り、そして、瓦れきの撤去作業をするボランティアを募りバスを仕立てて、

そして、それから毎月11月までそのボランティアバスを出しておりました。

ボランティアに来ていただく方に１万円出してもらって、残りの費用は、

ロータリークラブとかライオンズクラブとか、そういった方々から寄附をも

らい、そして運営をさせていただきました。 

 しかし、その現場に行けばやっぱりいろんな話が聞けます。いろんなこと

がわかりました。ここではちょっと言えないようなひどい話、暗い話もあり

ました。残念な話もありました。しかし、これもそれも、やっぱり現場に入

らないとわからない。やっぱり現場に入ってよかったなと、私、今でも思っ

ております。 
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 それで、幸い、津波の怖さというのは全国の皆さん、もういろんな映像を

見ていただいてわかったかと思います。しかし、ここで私、最近思うのは、

内陸部の方、余り津波に関係のないというか、ここまでは来ないだろうなと

いうようなところに住んでおられる方の意識がかなり低い。低いといいます

か、俺は関係ねえぞとちょっとたかをくくっているような、そういうような

感じをよく見受けるんですね。 

 しかし、確かに南海トラフとか東海地震がこの30年後に来る確率が、

70％、80％と出ています。しかし、これもわかりますけれども、直下型の地

震。阪神・淡路大震災、20年前にありました。この阪神・淡路大震災は、そ

の当時、30年後というか、30年までに地震が来る確率は0.02％から８％、だ

から、ほとんど来ないと言われておった地区だったんですね。空白地と言わ

れている、そのところで阪神・淡路大震災は起こったわけです。私、それを

ちょっと聞いて、阪神・淡路大震災の活断層なんていうのは日本にいっぱい

あるそうなんです。ということは、私も専門家じゃありませんからわかりま

せんが、どこでもそういう地震は、直下型の地震は起こるんだなというふう

に思いました。 

 それを考えて、そんなもの、全然当たらへんぞというふうなことも、予測

は当たらへんぞというような気持ちもあったんですけれども、当たったとこ

ろもありますね。北海道、有珠山。あれはすごかったですね。岡田弘先生が

予測をされて、そして、まだ噴火もしていないのに、噴火しますよ、避難し

てください、そういって自治体にお願いをして、そして１万6000人の住民を

みんな避難させた。そしたら43時間後に大爆発したんです。１人の死者もお

りませんでした。こういうこともあります。ですから、あながち全ての予測

が外れるという意味ではないんですが、やはり阪神・淡路大震災のような直

下型の大型の地震というのは非常に怖い。そういうふうに思っております。 

 その阪神・淡路大震災は20年前に起こりました。20年前です。あれから20

年たっております。東日本大震災もありました。これを受けて、三重県とし

てこの20年間、いろんな勉強や研究もされてきたかと思います。どういった
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ことを研究されて巨大地震に対して対応していくのか、そのところをまずお

聞かせください。よろしくお願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 阪神・淡路大震災の発災の教訓を踏まえてどのような対

応を三重県でしてきたのかということでございます。 

 平成７年に発生しました阪神・淡路大震災は、我が国の地震対策、特に揺

れ対策について抜本的な見直しを迫るものでした。 

 当時私は大学１年生で東京におりましたが、兵庫県の実家に２日間連絡が

とれずつらい思いをした経験は、今でも忘れることができません。 

 この震災を機に、巨大地震対策としての公助の限界が明らかとなる一方、

自助、共助の重要性がクローズアップされることとなりました。 

 そして、その年の６月と12月には２度にわたり災害対策基本法の改正が行

われ、自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境整備、高齢

者、障がい者等、配慮を要する者への防災上必要な措置の実施などの、自

助、共助に関する規定が新たに設けられました。 

 本県では阪神・淡路大震災を受け、平成８年度に内陸直下型地震を想定し

た地震被害想定調査を実施し、平成10年度にこれを踏まえた地域防災計画の

抜本的な見直しを行いました。 

 また、内陸直下型地震を引き起こす活断層についても、平成７年度から平

成14年度にかけて順次調査を行い、三重県内活断層図として公表してきたと

ころです。 

 一方、自助、共助を促進するという視点からは、木造住宅の耐震対策を進

めるとともに、リーダー研修の実施などによる自主防災組織の育成に取り組

みました。新たに県民防災塾を開催するなど、自助、共助を根づかせるため

の防災人材育成の取組もこの時期から始まり、この取組が形を変えて、現在

のみえ防災コーディネーターや三重のさきもりの育成へとつながっていま

す。 

 さらに、平成７年がボランティア元年と名づけられるなど、災害時におけ
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るボランティアの重要性が認識されたことから、災害救援ボランティアの育

成支援の取組を開始して、これも現在に至っています。 

 その後、平成14年度に東海地震の想定震源域が見直され、平成15年度には

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が施行され

てこの地域での大地震発生の脅威が高まったことから、三重地震対策アク

ションプログラムを策定し、さらなる地震防災対策の推進を図りました。 

 そして、平成16年３月には三重県地震対策推進条例を制定し、この中で三

重県の防災対策の理念として自助、共助、公助を掲げて、これを核とした防

災対策を進める姿勢を明確に示したところです。 

 しかしながら、平成23年３月に東日本大震災が発生し、我が国の地震・津

波対策は再び根本から見直しを迫られることとなりました。 

 震災発生の直後に三重県知事となった私は、防災・減災対策を県政の１丁

目１番地に据え、災害に強い三重づくりを目指して、ありとあらゆる防災・

減災対策に取り組んできました。 

 まず、初めに、津波避難対策をはじめ、待ったなしの震災対策に取り組む

ために、三重県緊急地震対策行動計画を策定しました。 

 防災訓練も公助だけでなく、自助、共助の視点を取り入れ、住民や医療機

関などの参加を前提とした実践型の訓練へと大きく見直しました。 

 そして、新たな地震被害想定調査を実施し、これを踏まえて平成26年３

月、総合的な地震・津波対策を実施するための三重県新地震・津波対策行動

計画を策定、公表しました。 

 この計画において重点項目のトップに掲げたテーマが、阪神・淡路大震災

で課題が浮き彫りとなっただけでなく、津波からの避難の前提ともなる家庭

の耐震対策です。 

 また、Ｍｙまっぷランを活用した津波避難計画づくりや、防災ノートを活

用した防災教育といった、全国的にも先進的と自負する取組も始めました。 

 これらの取組のベースにあるのはやはり自助、共助、公助の連携による防

災・減災対策であり、この考え方は今後も変わらないと考えています。 
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 そして、今、本県における自助・共助促進のための核としているのは、平

成26年４月に三重大学と共同で立ち上げたみえ防災・減災センターです。こ

のセンターにおいて、地域や職場における共助を担う人材を多数輩出すると

ともに、みえ防災・減災アーカイブを公開して新たな防災啓発を開始するな

どの取組を進めています。 

 本年度は、地域の防災力をさらに強化するため、消防団と自主防災組織の

連携による新たな取組を始めることとしています。 

 阪神・淡路大震災から20年が経過しましたが、防災・減災対策に終わりは

ありません。今後も手を緩めることなく、防災・減災対策を着実に推進しな

がら、防災の日常化の定着を目指したいと考えています。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございました。 

 自主防災隊という言葉が幾つか出てきました。私は本当に一番大事なのか

なと思います。それも、阪神・淡路大震災のときに、自助、共助、公助と言

いますけれども、やはり助かった方の８割以上は近所の方に助けられてお

る、それを考えると、自主防災隊をもっと充実させていただきたいなという

ふうに思っております。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 次の質問から、各論といいますか、細かいことに入っていきたいと思いま

す。ちょっと稚拙な質問になるかもわかりません。 

 時系列的にちょっとお聞きしたいんですが、まず、大地震が起こった場

合、想定はいつでも最悪を想定したほうがいいということで、阪神・淡路大

震災よりも広範囲にわたって、震度も６強以上、７以上の震度があって、ま

ちはもうぐしゃぐしゃ状態、当然、電気はつかないし、水道も、水道管も破

裂しています、街灯は倒れて携帯電話も使えないような、もしそういうふう

なとんでもない地震が起こったとき、そういったときの緊急時の体制づくり

をどうしていくのか。県庁として、県として、どういうメンバー、災害対策

本部というのは多分つくられると思うんですが、どういうメンバーがどこに
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どのようにして集まるのか。まず、そこからお聞かせください。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） 答弁申し上げます。 

 どういうメンバーが非常時、どういう場所に集まるかということでござい

ますけれども、まず、災害時の配備体制ですけれども、これは、三重県地域

防災計画、地震・津波対策編というのと風水害等対策編がございますけれど

も、今は地震のほうで、地震・津波対策編で申し上げますと、県内震度４の

地震等の場合には準備体制をとると、県内震度５弱の地震等の場合は警戒体

制、県内震度５強以上の地震等の場合は、今申し上げた最悪の事態、これだ

と思いますけれども、非常体制をとるということで、一応、全職員が自動参

集するということになっております。 

 このうち、警戒体制と非常体制の場合には災害対策本部が設置されまし

て、知事と危機管理統括監、そして防災対策部長である私とが、まずはとに

かく連携をとって情報共有を図るということになっております。知事からの

指示を得てその後の災害対策活動へと移るわけですけれども、今申し上げた

ように、巨大地震の場合は当然非常体制ですから、全職員が自動参集となり

ます。 

 全職員が来ることに関しまして、まず、一報、全職員に対しましても、携

帯電話へ一斉メールを送信しまして、職員からの返信によって、安否の確認

をとります。安否の確認をとると同時に、それぞれの職員がどこへ行くのか

と、その参集場所の確認も行うことにしています。 

 こうしたことが現実の災害時に的確に行えるよう、全職員を対象にして、

この一斉メール送信による情報伝達訓練というのを毎年、年３回実施してお

るところでございます。 

 こうした形で、実際起きても参集してくるという状況になっておるんです

けれども、参集場所についてですけれども、こうした震度５強以上の地震が

発生した場合には非常体制ですから、知事や部局長、災害対策本部員という

んですけれども、これは言うまでもなく、速やかに本庁舎のほうへ出てまい
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ります。自動参集です。 

 一方、その他の職員、全職員ですけれども、これは、まず規定として、原

則、自らの所属機関へ参集するというふうに定めておりまして、基本的には

自分自身の所属へ行くんですけれども、災害時、何が起きているかわかりま

せん。そうしたことで、被災状況によっては移動手段がとれなかったり、あ

るいはもう経路が確保できないこともありますから、その場合には第２参集

場所として自分の業務に関係のある最寄りの県機関へ行けというふうになっ

ています。次には、第３番目には総合庁舎とか、第４番目には、最悪、最寄

りの機関とか、そういうのを規定しております。 

 そうしたルールになっておりまして、こうした段階では既にもう災害対策

本部は立ち上がっていますけれども、万が一、本部長である知事が事故等に

よって来られないという場合には、副本部長である副知事であったり、次は

危機管理統括監であったりが指揮をとるということになっております。本部

要員であります各部長が来られない場合には、かわって副部長等が代行する

というルールになっております。 

 以上でございます。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございました。 

 今聞かせてもらったメンバーの中には、その本部の対策のメンバーの中に

は自衛隊の方は入っていないというふうに思いました。 

 当然、自衛隊というのは別組織でございますので、そこには入れないのか

なというふうには思うんですが、ただ、やっぱりそういうふうな状態になっ

たときには自衛隊の方に入ってもらったほうがいいんじゃないですかね。 

 これは、私、鳥取県の元知事の片山善博さんという方の話を聞いたことが

あります。片山元知事が鳥取県知事に就任したとき、そのときにいろんな話

をしておる中で、もし大地震が来たらどうしたらええんやろうなと、誰に連

絡をしたらええんやろうなというふうに職員に聞いたんですね。そうしたら

職員は、知事、そのときには自衛隊に連絡をしてくださいと言われたんです
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ね。知事は、じゃ、自衛隊の誰に連絡するんだ、電話番号は、担当者はと聞

かれたら、職員の方は黙ってしまったというんですよ。それで、これはいか

んなということで片山知事は、いや、わかった、ちょっとそうしたらとりあ

えずといって何をしたかといいますと、自衛隊の幹部の方々との飲み会、飲

み会をやったんです。それで、幹部の方と胸襟を開いていろんな話をして、

そして、何かあったらこうしてくださいよ、ああしてくださいよという話も

同時にしたらしいです。そうしたら、たまたまというか、それからすぐに鳥

取の大地震があったんです。マグニチュード7.3、震度６強、これはくしく

も阪神・淡路大震災と同じレベルの地震が起こったんです。そのときに、知

事が電話をする前にもう自衛隊の方が助けに来てくれた。そして、生き埋め

になった人も全部助けて死者はゼロですよ。 

 そういうことなんやと、私はそう思ったときに、やっぱり自衛隊との協力

といいますか、今のうちにそういうふうなシステムをつくっておくべきじゃ

ないかと思うんですが、そこら辺はいかがでしょうか。 

○防災対策部長（稲垣 司） 自衛隊との関係におきましては、私ども三重県

はいわゆる顔の見える関係と言っておりまして、盛んに緊密な関係をとって

おります。 

 先ほど、その自衛隊も出てくればいいんじゃないかという話がありました

けれども、まず大災害時には、自衛隊は私どもが言わなくてもリエゾンとし

て来るとは思いますけれども、私たちからの連絡として、毎年毎年、年度当

初には、連絡の窓口は誰なんだと、自衛隊だけではなくて海上保安庁、その

窓口の連絡を必ず決めて、今年度はこの体制でこの人ですよと、電話番号、

これですよというのを決めております。それを毎年チェックしております。

そうしたことで、いざ災害時にはすぐに連絡がつくような体制をとっており

ます。 

 一方、知事、私もそうですけれども、自衛隊でいうならば久居にあります

33連隊の連隊長とはホットラインがございます。そして、第四管区海上保安

本部本部長ともホットラインができております。そうした関係をつくってお
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ります。 

 そして、先ほど飲み会の話がございましたけれども、毎年２回、飲み会

じゃないんですよ、毎年２回、まず防災連絡会議という会議をやっておりま

す。それを春と冬にやりまして、その後、飲み会もやっております。そうし

たことをやって、常に連携を密にしておるだけではなくて、毎年の図上訓練

には実際に自衛隊の方にも参加していただいておりまして、かなりの人数で

参加していただいておりまして、本部員会議をやる際にも、そこにも列席し

てもらうようにしております。そうした関係とか、あるいは、昨年から自衛

隊が始めました南海レスキューの訓練についても、県によっては不参加のと

ころもあるんですけれども、本県はかなり本格的に連日参加することで、今

年も７月に参加するんですけれども、そういった体制で、連携はかなり密に

しているつもりでございます。 

 以上です。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございました。 

 別に飲み会をしろというふうな話じゃないんですけれども、先ほどホット

ラインという話がありました。電話でホットラインといいましたが、私も先

ほどから、もし電話が通じなかった場合ということを前提にしております。

ホットラインというのは衛星電話で、知事がいつも持っておられて、それが

つながるんでしょうか、どうでしょうか。そこら辺をちょっとお聞かせくだ

さい。 

○防災対策部長（稲垣 司） 東日本大震災でも通信の問題はかなり大きな問

題になりましたけれども、私ども、まず、どんなふうな連絡体制をとってい

るかといいますと、基本的にはこの携帯電話になるわけですけれども、（現

物を示す）携帯電話に関しましては、まず、メール等も重視してやっており

ます。知事、危機管理統括監、私ども災害にかかわる幹部職員は、それにつ

きましては優先登録と、災害時優先登録をやっておりますものですから、も

しふくそうした場合でも優先的につながるような仕組みになっております。 
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 加えて、知事、そして私の場合は、地上系の携帯型防災行政無線というの

を、知事の場合は公用車、あるいは知事公舎に配備をしていただいています

し、私も実は自宅に置いております。そうしたことで、何かのときにもつな

がると。 

 また、最初に言いました携帯電話に関しましては衛星携帯電話からもつな

がりますので、そうしたことで、いろんな多様なツールを用いながらバック

アップ体制はとっております。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございます。 

 それでは、ちょっと次の質問に移らせていただきます。 

 これ、時系列にお話をさせていただきますと、そういう状態で災害対策本

部ができました。できて、じゃ、それからどのような活動を、何をしていく

のか、そこら辺の流れをお聞かせください。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） 職員参集後の流れということですけれども、

ちょっと細かくなるかもしれませんけど御容赦願いたいと思います。 

 活動体制のほう、災害発生後の活動体制につきましては、先ほども申しま

した三重県地域防災計画の地震・津波対策編のほうに定められておりますけ

れども、現行体制は、東日本大震災発生後というよりもむしろ、正しくは紀

伊半島大水害の経験を踏まえて大幅な見直しを行ったものでございます。 

 ちょっと紀伊半島大水害のことに触れさせていただきますけれども、紀伊

半島大水害は御承知のように死者２名、行方不明者１名を出した惨事でござ

いましたけれども、それはちょうど、災害は最悪の状況で起きるということ

をおっしゃいましたけれども、あのときもまさに休日の深夜で、その中で豪

雨で孤立地区が発生するという、そういう状況でありまして、全く状況が見

えないという状況でございました。 

 ちょうど私も、県庁５階にあります災害対策室という部屋があるんですけ

れども、そこで災害対策活動に従事しておったんですけれども、情報が錯綜
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していまして、現場からは何か起きているという状況は伝わってくるんです

が何も見えないというところで、深夜、知事に何度も連絡をとって、電話

で、そして知事の指示も得ながら、知事に自衛隊の出動要請をお願いしたこ

と、そんなことを今もはっきりと覚えておるんですけれども、そうしたとき

に、対策活動は部局ごとの、いわゆる縦割りでやっておったんですわ。です

から、形式的にもなかなか情報が一元的にならないという状況にありまし

た。 

 それで、それだけが課題であったわけではないんですけれども、そうした

ことの反省を踏まえて全面的に活動体制を見直しまして、平成24年度からは

現行の部局横断的な全庁体制というのをとるようにしました。それは、災害

対策本部内に災害対策統括部といって、危機管理統括監をヘッドにして部隊

編成をするという、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、そうい

う組織にしました。 

 例えば、総括部隊、社会基盤対策部隊というのをつくるんです。社会基盤

対策部隊といったら、県土整備部だけじゃなくて、環境生活部とか農林水産

部とか、関係する部局がかかわると。そういう組織をつくりまして、総括部

隊が核になるんですけれども、そこは、防災対策部、私どもを中心に、戦略

企画部、総務部、出納局の職員で構成されておりまして、情報収集を行う情

報班、あるいは、先ほど来自衛隊の話がありましたけれども、救助機関、自

衛隊だけじゃなくて、海上保安庁、消防、警察、これらの活動調整をする救

助班という班をつくったり、あるいは現地へ真っ先に飛んで情報収集から支

援に当たるために職員を送る派遣班というのを送って、そういう体制をつ

くって災害対応に当たることにしています。 

 初動対応の話ですけれども、初動対応は総括部隊から始まります。まず、

職員が集まってきます。でも、集まってくるといっても、最も早く集まれる

のは近隣の職員ですから、近隣の職員を名簿登載しておりまして、今現在、

地域機関も含めて164名が各総合庁舎あるいは本庁舎へすぐに動くという体

制で、本庁の場合は40名登載だったと思いますけれども、しております。そ
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して、これを緊急初動対策職員というんですけれども、これがまず本庁へ来

て、大規模災害ですと県庁講堂へ集まるという想定になっておりますけれど

も、県庁講堂で、まず災害体制、各部隊が来ますから、その準備、災対本部

の設営準備にかかるわけですね。そして、職員が集まってくると、部隊が

入ってくるという状況になります。 

 そこから情報収集に着手するわけですけれども、まず間違いなく行うの

は、被災の概況をつかむ必要がございますから状況把握のために防災ヘリが

飛ぶという状況になると思います。それと同時に集まってきた知事、危機管

理統括監、私どもが、まずどうしようかといって議論を始めると先ほど申し

ましたけれども、それを統括会議といって非公開の会議として呼んでおりま

すけれども、そうした会議を始めて、そこで対応確認をやって、場合によっ

ては知事に真っ先に県民へのメッセージをやっていただくと。そうしたこと

で、あとは本部員会議で、どんな議論をしていこうかと、今後の対策活動は

どうしようかという活動方針の決定を行っていくということになります。 

 本部員会議では、先ほど言いました総括部隊が一応企画しますというか、

活動方針を立てて、それをベースに災害応急活動をどうやっていこうかとい

うことになるわけです。 

 情報収集に関しましてはかなり錯綜しますので、また、途絶えることもあ

りますので、先ほど来ちょっと情報通信の話をしていましたように、イン

ターネット回線とか、衛星系・地上系防災行政無線とか、一般回線とか、い

ろんな回線を用意して市町から吸い上げるようにしております。 

 また、自衛隊等からも直接情報が入ってきますので、それについては救助

班というのが整理をして情報班に渡すということになっております。 

 一方、県土整備部などの社会基盤対策部隊ですけれども、そちらのほうに

は、独自に協定を、建設業協会とか、結んでおりますので、道路状況はこう

だという情報も入ってきます。そういうのもそこで一旦吸い上げて、それを

情報班に回すと。 

 そういった形で、最終的には総括班というところへその情報を吸い上げ



－366－ 

て、それで、こんな状況だよということから対策活動に結びつけていくと。 

 市町によっては全く情報がとれない、何が起きているかわからないところ

もあります。そこには、先ほど言いました派遣チームというのを送って、人

が自ら行ってとりに行くと。 

 そういったことで情報を収集した上で、本部員会議等々を通じて、そこか

ら対策活動へ移っていくという、そういう流れになっております。 

 ただ、三重県はまだ大地震を経験しておりませんもんで、今のはあくまで

訓練で、今現在、図上訓練でやっていることの想定でございます。いざ災害

時に今の言ったとおりにできるかどうかといいますと、私自身も絶対できま

すとは、正直申し上げられません。 

 ただ、私どもはそうした訓練が確実に実効性を結ぶように努力しておると

は言えると思います。それを積み重ねて、そして検証して修正してというこ

とで、万一、災害時に的確に対応していくように努めているつもりでござい

ます。 

 以上でございます。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございました。 

 まず、情報収集を中心にやっていかれるというようなことでございまし

た。 

 その情報収集も本当に広範囲になってきますとなかなか難しいんじゃない

かなというふうに思います。そう思ったときに、先ほどからホットラインと

いう言葉も聞きました。各29市町の首長とのホットライン、そういったもの

は、例えば衛星電話とか、そういうもので知事はお持ちなのかどうか、そう

いったことをちょっと聞かせてください。 

○知事（鈴木英敬） 保有しております。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ある一部の市町では衛星電話を持っていないと、私、

聞いたものですから。知事は今、衛星電話を持っておられて、衛星電話で各
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首長とすぐに連絡ができるということで理解をさせていただきました。 

 そういった情報をやっぱり一番先に収集して、そして対処をしていかなけ

ればいけないと思うんですが、これ、ちょっと学校のことで申しわけないん

ですけれども、例えば小学校、中学校、高校の各体育館なんかで、みんなそ

こに大地震が来たら避難するわけなんですけれども、そこで、ちょっと私、

思ったんですけれども、ちょっと話が違うと思うんですが、学校の先生がそ

の避難所において、命令系統といいますか、指令・命令系統というのはどう

なっておるのかなと。小学校、中学校の建物は市町の管理になっておるんで

すね。ところが、その職員といいますか、先生方は、もしとんでもない災害

が起こったときには誰の指示でどういうふうにして動くのかというのは、

私、いろいろ話を聞くと何か統一されていないような気がするんですが、そ

こら辺はいかがなものでしょうか。 

○教育長（山口千代己） 避難所の指定及び指揮命令系統についてのお尋ねに

お答え申し上げます。 

 災害対策基本法では、避難所の指定は市町長が行うとされており、県立学

校におきましても、各市町の地域防災計画に基づき、避難所及び緊急避難場

所に指定されている学校が74校のうち52校あります。このため、災害発生時

等に避難所が開設される場合は、避難所に指定された県立学校におきまして

も、市町の災害対策本部の指揮のもと、避難所の開設、運営が行われること

になります。 

 以上でございます。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございます。 

 やはりそういったことが大事だと思いますし、情報もやっぱりいろいろ伝

わっていないところは伝えてほしいと思っています。 

 そして、私、各地域で情報を得るときのことを考えますと、今は携帯電話

とかいろんなものがあってすぐに情報がとれる。しかし、それが災害によっ

て全くとれなくなった場合、今まですぐ電話で連絡できたのにそれができな
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くなった場合は、人間というのはすごく不安になるんですね。それが１日、

２日、３日続いたらパニックになるというふうなことも聞いております。ぜ

ひ、そういうときにはどういうふうな方法があるのか、情報を県民に伝える

方法、それはどういう方法があるのか。電話が使えない場合です。 

 私は以前から、市議会議員の時代から言っておるのは、高台に無線基地を

つくってくださいと。そういった無線基地で、アマチュア無線でもいいんで

す。トランシーバーを持ってくださいと。各町の代表の方とか、そういう方

に、大地震の場合、全く情報が入ってこないことを考えたときに、そういっ

た施設をつくるべきやないかというふうな話をずっとしておりました。そう

いったことを県のほうとしては、各市ではなかなか予算がございません、そ

ういったところで、要所要所にそういった無線基地をつくっていただくこと

はできないのかどうか、そこら辺のことをお聞かせください。 

○防災対策部長（稲垣 司） 県民の皆さんへの情報提供手段というのはいろ

んな方法があると思っておりまして、まずは、一つはホームページから始ま

りまして、あと、最近６月からは、Ｌアラートといってマスメディアを使っ

て情報提供する手段も講じております。あと、防災行政無線もございます

し、今の通信手段に似たような話なんですけれども、かなり衛星系、地上系

も使いながら、極力いろんなルート、ツールでもって伝えるようには、現在

もしておるところでございます。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございます。 

 なかなか、やっぱり情報を本当にすぐに手に入れることは難しいのかな

と、私は今でも思っております。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 大震災、大地震が起こったら、それはもちろんたくさんのけが人が出ると

思います。それは想像を絶するような、とんでもない数の傷病者が出るんだ

ろうなというふうに思っております。そのときに、被災地における傷病者の対

応を、運搬も全て含めてどのようにしていくのかの考えをお聞かせください。 
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   〔佐々木孝治健康福祉部医療対策局長登壇〕 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 多数の傷病者が発生した場合の対

応でございますけれども、三重県災害医療対応マニュアルに基づき、県庁に

まず災害医療本部を立ち上げまして、広域災害救急医療情報システム、

ＥＭＩＳと呼ばれますけれども、これらによりまして、県内の医療機関の被

災状況を把握しながら、また、被災地近隣の保健所等とも連携をとりなが

ら、必要な対応策を適宜講じていくこととしております。 

 なお、その際には、平成25年度より県から委嘱しております災害医療コー

ディネーター、これは地域の医療等の実情に詳しい医師でございますけれど

も、その助言などをいただくこととしております。 

 具体的にでございますけれども、県内13の災害拠点病院がございますけれ

ども、こちらを中心に傷病者を受け入れていくこととしております。 

 しかしながら、大規模な災害では、被災地内の医療関係者だけでは対応し

切れない、そういったことが想定されるため、県内外の災害派遣医療チー

ム、ＤＭＡＴの派遣を、国や他の都道府県、または県内の医療機関に要請し

てまいります。そして、被災地に派遣されたＤＭＡＴは、傷病者を受け入れ

る医療機関に配備されて対応に当たってまいります。 

 また、数や重症度の面で被災地内では対処し切れない傷病者が発生した場

合は、傷病者を被災地外に搬送するための拠点、例えば、広域医療搬送拠点

臨時医療施設、ＳＣＵがございますが、こういった拠点を活用いたしまし

て、ヘリコプター等を用いて被災地外へ傷病者を搬送することで対応するこ

ととしております。 

 このような大規模災害発生時には、医療機関、防災関係者、国、他の都道

府県、県内関係市町など様々な関係者がかかわることとなるため、平常時か

らの訓練が極めて重要でございます。 

 今後もこれら関係者との訓練を継続して実施していくことにより、大規模

災害による多数の傷病者発生を想定した災害医療体制の充実に努めてまいり

ます。 
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 以上でございます。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございました。 

 多数の傷病者が出た場合の対応の仕方、非常に難しいんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

 ここでちょっと一つの例を挙げさせていただきたいと思います。 

 日野原重明先生という方を御存じだと思います。103歳で現職の医師で

す。その方が自分の病院をつくるときにいろんな国を視察しまして、いろん

な病院を見てきたそうです。スイスとかいろんなところへ行ったときにこれ

はと思うようなことがあられて、自分が病院をつくるときにその方法を取り

入れたと。 

 この方法というのは実は、病院の廊下とか待合室とか、そういうところに

コンセント、そして、酸素の吸入の配管、サクション等々、全部設備を施し

ておると。というのは、災害のときにたくさんの患者を受け入れることがで

きるような、そういうふうなつくりにされたそうです。 

 それで、たまたまというか、1995年に地下鉄サリン事件というのがござい

ました。このときに640名の被害者が出ました。その640人の被害者を全てそ

の日野原先生の病院が受け入れたそうです。そのときは、トリアージといい

まして優先順位を、重度か軽傷なのか、優先順位をつけるトリアージも２時

間で640人全てやって対応ができたというふうなことを聞いております。 

 こういうふうな、待合室でもどこでも治療ができるような体制を整える、

そういうような設備にしておく、これを、せめて先ほど話がありました13の

災害拠点の病院で施すことができないのかなと思うんですが、そこら辺の意

見を聞かせてください。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 県内の災害拠点病院には簡易ベッ

ドは保管するようにしておりまして、想定外の傷病者が搬送された場合には

そこで簡単な処置を行えるような体制は整っている状況でございます。 

 さらに、拠点病院の中にはロビーや廊下等に、まさに酸素を供給できる配
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管を持っており、一定の処置を行える体制を有するところもあると承知して

おりますけれども、複雑な手術などを要する場合には、そこでは処置が完全

には行えませんので、一旦落ちつかせる、状態を落ちつかせるような簡単な

処置を行った上で、先ほど申し上げましたＳＣＵ等を利用しまして、被災地

外に搬送して対応することとしております。 

 以上でございます。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） そういうことを施してあるところもあるというふうに

今言われましたが、それはどこがそういうふうにしてあるのか、ちょっと教

えてください。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 伊勢赤十字病院及び県立志摩病院

と承知しております。 

 以上です。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） 今、13のうちの二つの病院がそういうふうにしておら

れるというふうにお聞きをさせていただきましたが、あとの11の病院をそう

いうふうにすることができないのかどうか、ちょっとそこら辺をお聞かせく

ださい。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 施設のハード等の再整備等が、改

修等が必要になってくるというところもございますので、このあたりにつき

ましては災害拠点病院等と相談してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） 相談してやっていくという話はいいんですが、ぜひと

もこれ、早急にやっていただきたいと思います。いつまでというようなこと

は多分今言えないと思いますが、地震というのはいつ来るかわかりません。

必ず着手していただきますようにお願いを申し上げます。 

 それと、これはとんでもない状況になった場合、例えば傷病者の傷口を縫
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う、縫合する、そういったことが、やっぱり医師が足らなくなってしまうと

思うんですね。そういうときに、当然、外科医はできるんですけれども、内

科医とか耳鼻科医とか、そういった、ふだんそういったことはしないけれど

もできる方々、そういった方々に、災害対策のためにということで、そう

いったことができるようなすべがないのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 県内で外科医が不足するような

事態をまさに想定しまして、先ほど申し上げました災害派遣医療チーム、

ＤＭＡＴでございますけれども、ＤＭＡＴは、災害急性期において外科的処

置等を行える、そういった専門集団でございまして、それを要請して県内外

から参集していただき処置に当たるということで対応することとしておりま

す。 

 以上でございます。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございます。 

 とんでもない状況をやっぱり想定しておかなければいけないと思っており

ます。私はよくわかりませんけれども、そんなふだんやっていない医師で

も、極端な話、歯医者でも、そういうことができるんじゃないかというふう

な話も聞いております。それ、どこまで本当かうそかわかりませんけれど

も、何せ緊急の場合はみんなが力を合わせて対応していくことが大切なので

はないかなというふうに思っております。 

 それでは、次の質問に移りたいと思いますが、被災地の犯罪の防止という

ことでございます。 

 先ほど冒頭に、私、言わせていただきましたが、いいことも悪いことも現

地に入って聞くことができましたと。その聞きたくないようなこと、災害被

災地でやはり、むごい、むごたらしいといいますか、とんでもない話です。

余り新聞やテレビで報道されていませんが、亡くなられた方々の指が切り落

とされておる。特に女性の指です。なぜか。指輪をとるためです。そういっ
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たことが実際ありました。そして、また、金歯を、歯をとられておる、そう

いうふうな事例も聞くことができました。 

 報道では、日本人はすごく規則正しいといいますか、規則を守る、配給が

あってもちゃんと並んでおる、そういうふうな報道はよくされました。私

も、それはそうだと思います。ただ、実際現場に行けば、現場の人たちの話

を聞くと、そうでもないこともやっぱりあるんですね。略奪が全くなかった

というと、そういうことでもないんです。 

 私が現地に入ったとき、何でこんなにたくさんのパトカーがぐるぐる回っ

ておるのかな、不思議でしたね。ただ、先ほど言わせてもらったように、約

１カ月半、ずっとぐるぐる回ったり、その作業をしていますといろんな情報

が入ってきます。そうすると、そういう話なんですね。ああ、そうか。これ

は、やっぱりまちが真っ暗になるんですね。街灯もつかないんです。暗いん

です。暗いところというのはやっぱり何か悪いことが起こるといいますか、

これ、統計的にも、ひったくりがあるところとかいろんな事件があるところ

は大体暗いんですね。そういうところはやっぱり震災があっても明るくして

もらわなあかんし、そのときにどういうふうな防止の仕方があるかというこ

となんです。 

 悪い話ばっかでもありません。いい話もありました、いい話も。例えば釜

石の奇跡なんていう話もありました。これは御存じの方も多いと思います

が、釜石市というのは、私が行った山田町から大槌町、釜石市と、こういう

ふうな場所になるんですけれども、その釜石市で子どもの99.8％が助かった

んですね。2926名、子どもがおりました。そのうちの99.8％が皆助かったん

です。５人の方は、休んでおったり、いろんな事情で学校に来ていなかった

という人もおりますけれども、ほとんどの方が助かったんです。じゃ、何で

助かったのか。これは教育なんですね、教育。 

 群馬大学の片田先生という方が、この方が、自分はスマトラの地震のあれ

を見て物すごいショックを受けたと。現地にも行ったと。これは、やっぱり

伝えないといけない。 
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 なぜその釜石市を選んだかといいますと、釜石市というのは、私も知りま

せんでしたけど、昔、1893年ですか、1896年ですか、6500人いた人口の4000

人が津波で亡くなっておると。いろいろそういうふうな被災地なんですね、

もともとの。ですから、国は30年かけて、1210億円をかけて、海底の63メー

トルから立ち上げる70メートル以上の防波堤をつくったんですね。そうする

と、もう、それ、ギネスブック級だと聞きました。 

 そういうふうな防波堤があると、もう大人たちは津波が来ても逃げないと

言っているんですよ。もう大丈夫やと、うちらのところはもうあれだけのす

ごい防波堤があるのやから大丈夫なんやと、だから、逃げる必要はないとい

うふうなことを、その片田先生は釜石市を歩いてヒアリングをしたらそうい

う回答が来る。当然、それを聞いた子どもらは、お父ちゃんが逃げへんと言

うておるで僕らも逃げる必要はないんや、そういうふうに言っておられたん

ですって。 

 これはいかんと、何とかせないかん、そう思って先生は、繰り返し繰り返

し学校で、ひどいというか、ビデオ、映像を繰り返し子どもたちに見せたそ

うです。そうしたら、子どもたちは、下校中の子どもたちは自分の判断で高

台に登り、山に登ってみんな助かったんです。自分の判断ですよ。そして、

既に家に帰っている子どもは、家にいるおばあちゃんや子ども、お母さんを

連れて、早く逃げよう、早く逃げようといって、そういう子どものいる家は

助かっておるんですね。 

 そういうことがやっぱりあるんです。教育はやっぱり大事なんだなという

ふうに私は思っています。これはいい話だったからちょっと披露させていた

だきました。悪い話ばっかりではないということでございます。 

 ちょっと話が戻りますけれども、先ほどの犯罪の防止、それについてお考

えをお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔大賀眞一警察本部長登壇〕 

○警察本部長（大賀眞一） 被災地の犯罪防止についてお答えをいたします。 

 県内で巨大地震が発生した場合でございますけど、中央防災会議が本年３
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月に公表いたしました南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関す

る計画というのがございます。この計画では、地震発生後、被害の全容の把

握を待つことなく、被害が特に甚大と見込まれる地域に対して、人的・物的

資源が重点的かつ迅速に投入されると、こういうことになっています。 

 この場合の派遣部隊ですけれども、被災が想定されていない、あるいは被

災が甚大ではないと想定されています37の都道府県から、警察、消防、自衛

隊、合わせて約14万3000人の部隊が被災地に派遣されると、こういう計画に

なっております。 

 そのうち、警察部隊の最大派遣人員は約１万6000人ということになってご

ざいまして、この約１万6000人がそれぞれ、状況に応じて各県に派遣される

と。当然、本県が被災すれば本県にもその人員が派遣されるということに

なっております。 

 この派遣された人員も含めていろいろな対策をとっていくということにな

るわけでございますけれども、犯罪防止対策に関しますと、いろいろ、今、

議員も御指摘になりましたけれども、東日本大震災を例にとりますと、特に

発災直後、被災地では、避難をされて無人となった家屋や店舗、ここから金

品を盗むという窃盗事件がかなり発生をしております。そのほかにも、全国

的には、義援金名目の詐欺でありますとか、あるいは放射能の検知するよう

な機械を、不安をあおって売りつけるような悪質商法など、震災に便乗した

悪質な犯罪等が発生したと、こういうふうに承知をしております。 

 警察といたしましては、被災地における犯罪の発生を抑止して地域の安

全・安心を確保すると、こういうことは非常に大事であると考えておりまし

て、状況に応じて派遣部隊の応援も得ながら、パトロールの強化であります

とか避難所等への巡回、こういったことを行うとともに、発生が予想される

ような悪質な犯罪の取り締まり、あるいはそういった場所へのパトロールに

加えて被害防止を呼びかける広報啓発活動を推進するなどして被災地の治安

維持に努めたいと、このように考えております。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 
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○３番（廣 耕太郎） ありがとうございました。 

 先ほど私がちょっと言わせていただいた悲惨な例といいますか、指を切っ

たり金歯を抜いたりという話、そんなことは日本人はせんやろうというよう

なことを言う人はやっぱりおりました。 

 そこでちょっとお聞きしたいんですが、いろんな事件があった、検挙され

た方、何人かいらっしゃるのか、また、その中で外国人の方はどれぐらいい

たのか、もし件数と割合がわかれば教えていただきたいと思います。 

○警察本部長（大賀眞一） 東日本大震災における被災地、岩手県、宮城県、

福島県、この３県における刑法犯の認知の状況ございますが、被災３県とも

刑法犯全体の認知件数は、実は減少しております。 

 それで、ただ、震災後１年目、これはやはり、空き巣、先ほど御説明しま

したように空き巣をはじめとする侵入窃盗は増加をしたというふうな、統計

的にはそういうふうになっております。 

 震災２年目以降は震災前より減少して、その後３年目、４年目はさらに減

少したと、こういうこととなっております。 

 検挙の状況、あるいはその中で外国人の方、外国人の犯罪者がどのくらい

いたかというのは、ちょっと今、手元に資料がございません。 

   〔３番 廣 耕太郎議員登壇〕 

○３番（廣 耕太郎） ありがとうございました。 

 これは、何人であってもやっていただきたくないというか、そんなことは

許されないことだというふうに私も思っております。 

 もうちょっと時間もないんですが、私はやっぱり、いろんな震災の中でも

この直下型の大震災というのを一番怖く思っております。 

 阪神・淡路大震災のときに、現場に３日後に私、入りました。そのときに

は物すごいガスのにおいがしました。何だろうこれ、というぐらいの臭さで

した。そして、周りの家は全部潰れていました。この潰れたところでみんな

圧死して死んでいるのかなというふうに、本当に何とも言えない気持ちにな

りました。 



－377－ 

 それを考えたときに、やっぱり自主防災隊というのは絶対的に必要だな。

特に、今、防災倉庫の中に何が入っているのかなということを考えたとき

に、直下型の場合は家が潰れるんです。そのときに、やっぱりジャッキ。

ジャッキと、それとチェーンソー、こういったものは必ず、やっぱりあらな

ければいけないんじゃないかなというふうに思います。 

 私の住んでいる伊勢市は174の町があります。174の町の中でそういった

ジャッキを入れているところはわずか３町でした。もしそのジャッキがあれ

ばたくさんの方が助かるんじゃないかな。そして、あとはチェーンソーであ

り消火器です。そういったものが大量に要るはずなんです、防災倉庫の中に

は。入り組んだところの家には絶対に消防車が入ってこられないんです。ま

してや、そういう状態だったらどうやって消火するんでしょうか。そういう

ことを考えたときには、そういうふうなジャッキやチェーンソーや消火器を

大量に置いておくスペースも考えなければいけない、そういうふうな基準も

つくっていただきたいというふうに思っております。これは要望として言わ

せていただいて一般質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（中森博文） 本日の質問に対し、関連質問の通告が１件あります。 

 吉川新議員の質問に対する関連質問の通告がありますので、これを許しま

す。１番 芳野正英議員。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） 四日市市選挙区選出の新政みえ、芳野正英でございま

す。 

 午前中の吉川議員の障がい者雇用の対策についての関連質問をさせていた

だきます。 

 障がい者雇用の促進は国を挙げた取組でありますし、それに向けて障がい

者雇用の雇用者数を向上させるための国の制度というのは幾つかあるわけで

すけれども、その中でも、障がいをお持ちの方、高齢者、それから母子家庭

のお母さん、こういった就職困難者を雇い入れる事業者に対して、特定就職
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困難者雇用開発助成金、いわゆる特開金というふうに業界では言っています

が、こういう特開金を事業者にも支給して、それで障がい者の雇用を上げて

いこうという制度をされておりますけれども、この特開金も、一般の事業者

だけではなくて、就労継続支援のＡ型事業所、いわゆる福祉サービス事業所

と呼ばれるところですが、こういうＡ型も要件が満たされればこの特開金と

いうのは支給されるということでございますけれども、実は今、この三重県

は、このＡ型の事業所が急増をしているということで、先日も県の職員の方

から資料をいただきました。 

 平成22年度でいいますと、Ａ型事業所、６件しかなかったのが、翌年の平

成23年で17件で２桁になりまして、さらにそこから４年たちました今年の５

月には62件と、Ａ型事業所が約４年で４倍という非常に伸びてきている状況

なんですけれども、こうしたＡ型事業所、増えてきている中で、全てではな

いんですけれども、こうしたＡ型事業所の中には、本来の就労とはかけ離れ

た、いわゆる単純作業をさせながら低賃金で働いているというような、実質

Ｂ型に近いような形ですとか、いわゆる作業所のような仕事をやっているよ

うなＡ型の事業所もあるということで、いわゆる特開金、国からその事業所

に入ってくるお金ですとか訓練給付費を事業者の懐に入れているような不心

得者もおるというふうにも聞いております。 

 こうした現状を看過することなくて、三重県もその現状を踏まえてＡ型へ

の就労についての厳格な対応を厚生労働省にも求めているということも聞い

ているんですけれども、こうしたＡ型の事業所で働く障がい者の皆さんが、

今後厳しい対応をすることで、そういった特開金目当てのＡ型に向けて、働

く障がい者の方を減らしていこうというふうな対応をこれからしていくべき

だと思うんですが、こうした対応をすることによって三重県の障がい者の雇

用数ですとか雇用率、こうしたものにどういう影響が見られるというふう

に、今、認識をされているのか、Ａ型の事業所を所管している健康福祉部

長、そして、一般就労のＡ型から移行を働きかけるべき雇用経済部のそれぞ

れの部長はどのように考えているかをお聞きしたいと思います。 
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○健康福祉部長（伊藤 隆） 障がい者等の雇用対策について御質問いただき

ました。 

 まず、特開金というものでございますけれども、御紹介がございましたよ

うに、ハローワークの紹介によりまして、障がい者等、就職困難者を継続し

て労働者として雇用する、そういう事業主に対しまして支給されるものでご

ざいまして、Ａ型事業所に対しても要件が満たされれば支給されるというも

のでございます。 

 一方、Ａ型事業所でございますけれども、これは一般就労が困難な障がい

者に対しまして、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、あるいは知識、

能力の向上に必要な訓練など、障がい者福祉サービスを行うもので、50人以

上の規模の法人につきましては障がい者実雇用率の算定の対象にもなってい

るということでございます。 

 御指摘がございましたように県内等で増加しておりますＡ型事業所の中に

は、障がい福祉サービスの提供の報酬として支給されます訓練等給付金、そ

れから、この助成金、特開金、その収益を目的として運営とか開業をしてい

るようなものも見受けられると。これはもう全国的にも見られるということ

でございます。 

 そのＡ型就労事業所の中での就労者の方の従事する業務も、御紹介があり

ましたような、一般の就労とはほど遠い、一般就労に向けたステップとは

なっていないものとなっているということでございます。 

 こうしたことから、本来の就労支援が行われるよう、この特開金、Ａ型事

業所への支給のあり方を見直すように国に対して提言していたということで

ございます。 

 そうした結果、国におきましては、昨年の10月以降はこの特開金の支給要

件が見直されまして、Ａ型事業所に助成金、基本的には支給されなくなって

いくということでございます。 

 これが障がい者の実雇用率に及ぼす影響というのは、ちょっと今の段階で

は見通すことは難しいというふうには思っておりますけれども、訓練の場と
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してのＡ型事業所本来の適正な運営につながる動きであるということでござ

いますので、就労の機会の提供、あるいは、知識、能力の向上のための訓

練、これが確保されるよう、事業所、それから就労希望者、双方に対しまし

て、これまでの就労支援のための取組、これを強化していきたいというふう

に思っております。 

○雇用経済部長（廣田恵子） 助成金に係る運用の見直し等でＡ型事業所が廃

止されたらという仮定のお話ですが、そのことによって障がい者の実雇用率

にどの程度の影響があるかというのは、やはり見通すことは難しいというふ

うに考えております。 

 ただ、県としましては、雇用率も大変重要なことではございますが、地域

の障がい者の方をできるだけ多く雇っていただくと、そういう環境づくりが

県の仕事だというふうに考えております。 

 そのために、身近な地域での企業の一般就労へのステップアップにしてい

ただけるように雇用経済部は取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

 具体的に言いますと、ビジネスの基礎やパソコンなどの基礎研修とかイン

ターンシップをあわせた障がい者の実習訓練でありますとか、あるいは、障

がい者雇用という枠を超えて企業価値を高めるための講演会を企業向けにし

たりとか、あるいは、三重県障がい者雇用推進企業ネットワークを活用して

担当者の生の声で情報交換をして、１人でも多く地域から障がい者を雇って

いただくというような環境づくり、雰囲気づくりに努めていきたいと思って

おりますので、そのように御理解いただきたいと思います。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございました。 

 私も障がい者の雇用率の今の上昇に水を差すつもりもありませんし、私は

むしろ、廣田雇用経済部長がおっしゃったように、余りその雇用者の数を増

やしていくということ、これ、全国的に下のほうだったときはやっぱり上げ

なあかんという意識が働きますけど、皆さんの御努力で大分上がってきまし
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た。廣田雇用経済部長もおっしゃるように、これからは、数よりはその雇用

の質の部分、ここをしっかりと高めていただきたいなというふうに思って質

問させていただきました。 

 この３月に策定したみえ障がい者共生社会づくりプランのところにもあり

ますけれども、福祉施設から一般就労への移行というのがここにもちゃんと

掲げられておりますので、ぜひここをやっていただきたいんですけれども、

健康福祉部障がい福祉課が、そういうＡ型に、一般就労、行ってくださいと

いう部分を今は担当されていますけど、私は雇用経済部も、一般の企業がど

ういう形で障がい者の人に働きやすい環境をやってきたかというのを、一般

就労の現場を知っている雇用経済部が、Ａ型で働いている障がい者の皆さん

にぜひ一般就労を勧めてくださいという働きかけをすべきだなというふうに

思っておりますが、その点も、時間もありませんので、その部分、障がい福

祉課と連携しながらやれるかどうかというのをお聞きしたいと思います。 

○雇用経済部長（廣田恵子） 現在の所管は環境づくりというふうに申し上げ

ましたが、ただし、実雇用率を高めるということはとても大切なことですの

で、それを踏まえた上で環境づくりをするということが私ども雇用経済部の

仕事ですので、もちろん健康福祉部とも連携しながら一般就労も勧めていき

たいというふうに考えております。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございます。 

 関連質問だとなかなか時間がないので、また改めて、今、85人の現状を平

成29年度には191人まで一般就労を高めるというふうに目標を掲げていただ

いております。平成30年ごろにはこの検証を踏まえた一般質問をさせていた

だこうと今のうちに予約をしておきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（中森博文） 以上で、本日の県政に対する質問を終了いたします。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 
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休          会 

○副議長（中森博文） お諮りいたします。明13日から15日までは休会といた

したいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（中森博文） 御異議なしと認め、明13日から15日までは休会とする

ことに決定いたしました。 

 ６月16日は引き続き、定刻より県政に関する質問を行います。 

 

散          会 

○副議長（中森博文） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時11分散会 


